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第５回 成長戦略ワーキング・グループ 

議事概要 

 

 

１．日時：令和２年２月３日（月）９:30～11:44 

２．場所：合同庁舎第４号館４階第２特別会議室 

３．出席者： 

（委 員）小林喜光（議長）、高橋進（議長代理）、大橋弘（座長）、 

菅原晶子（座長代理）、髙橋滋、武井一浩、谷口綾子、南雲岳彦 

（専門委員）落合孝文、村上文洋 

（政 府）田和内閣府審議官 

 （事務局）井上規制改革推進室長、彦谷規制改革推進室次長、林規制改革推進室次長、 

      小見山参事官、小室参事官、吉岡参事官 

 （説明者）国土交通省 奥村道路局国道・技術課長 

      国土交通省 松本道路局国道・技術課道路メンテナンス企画室長 

      国土交通省 信太道路局国道・技術課技術企画官 

      国土交通省 遠藤港湾局技術企画課長 

      クボタ浄化槽システム株式会社 萬代表取締役社長 

      クボタ浄化槽システム株式会社 石橋技術部長 

      クボタ浄化槽システム株式会社 米原営業推進部長 

      一般社団法人不動産テック協会 巻口代表理事 

      一般社団法人不動産テック協会 浅海理事 

４．議題： 

  （開会） 

   １．デジタル技術の進展を踏まえた規制の総点検 

   ２．データ駆動型社会に向けた情報の整備・連携・オープン化 

  （閉会） 

 

５．議事概要： 

○大橋座長 皆さん、おはようございます。 

 本日はお忙しいところ、お集まりいただきましてありがとうございます。 

 定刻ですので、ただ今より「規制改革推進会議第５回成長戦略ワーキング・グループ」

を開催いたします。 

 委員の皆様方におかれましては、御多忙のところ、御出席ありがとうございます。 

 本日は、玉城専門委員が御欠席、また、高橋議長代理がこれからお越しになられます。

南雲委員にも御出席いただいております。 
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 また、小林議長も御参加の予定でございます。 

 それぞれの報道関係者の方がもしいらっしゃいましたら、御退席をお願いいたします。 

 それでは、早速ですけれども、議題に入らせていただきます。 

 まずは、議題の１として「デジタル技術の進展を踏まえた規制の総点検」ということで、

本日は、12月19日第３回成長戦略ワーキングにおいて御議論をいただいた、道路分野の維

持管理における点検支援技術の性能カタログの取組について、改めて国土交通省道路局へ

ヒアリングを行います。 

 本日は、奥村課長及び松本室長、信太企画官にお越しいただいています。お忙しいとこ

ろ、お越しくださいましてありがとうございます。 

 それでは５分程度とお伺いしておりますけれども、御説明のほうをいただければ幸いで

す。 

○国土交通省奥村国道・技術課長 ただ今御紹介いただきました国土交通省道路局でござ

います。 

 「『点検支援技術 性能カタログ（案）』の更新・拡充予定について」という資料を御

覧いただければと思っております。 

 初めの４ページは前回のおさらいということでございます。 

 道路の老朽化対策ということで、定期点検を法令で位置づけまして、昨年度までの５年

間で１巡目の点検を行ったところでございます。現在は２巡目に入っているところでござ

います。 

 ２巡目に入るに当たって、１ページ目でございますが、より効率的に点検を行おうとい

うことで、損傷や構造特性に応じた点検対象の絞り込みと、より注目すべき点を取りまと

めてお示ししているほか、新技術の活用により点検方法を効率化しようというところを前

面に打ち出しております。 

 もともと近接目視を基本とする点検を行いなさいと言っておりますけれども、近接目視

を補完・代替・充実するような技術の適用もガイドラインをつくって進めているところで

す。 

 ２ページ目を見ていただきまして、その新しい技術を使うためのガイドラインというも

のがこのような形になっておりまして、受注者の方々あるいは発注者の方々が、どういう

ふうに新技術を使っていくかというプロセスを整理してございます。その際に、どのよう

な新技術を使ったらいいかという目安になるように性能カタログというものをつくってお

ります。 

 もう一枚めくっていただきまして、性能カタログにはこのようにドローンで橋梁を撮影

するとか、橋梁の非破壊検査等々、16技術ございますが、これは国が技術を公募して内容

を確認し、どのような状況だと使えるとか、どんな性能を持っているかというものを具体

的に取りまとめたものでございます。このような形で16の新しい技術を取りまとめて使っ

ていただいているという状況でございます。 
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 ４ページ目でございますが、近接目視によらなくてもいいような点検方法を開発してい

こうということでございまして、一番上のところにございますが、外から見える損傷と外

から見えないような損傷がございます。外から見える損傷は画像撮影技術を使って詳細な

写真を撮って、それを見て診断するということもあるでしょうし、外から見えないものは

打音や触ってみたりとかすることを基本としてございますが、今後は新しい技術を使って

いこうというところでございます。 

 その際に、近接目視によらない点検・診断技術を確立・導入するために、特に昨年です

が、計測・モニタリング技術というものを公募させていただきました。それで、いろいろ

な技術の中身を見させていただいて、使える技術を性能カタログに盛り込んでいこうとい

うことでございます。 

 どのような技術が応募されたかというところが５ページ目でございます。様々な技術を

応募いただいてございます。 

 例えば、橋梁等で用いられるPCケーブルあるいは吊材のようなものを計測するような技

術や橋梁の支承部分、桁を受ける部分でございますが、そこがどう損傷している、あるい

はどれだけ機能しているかを計測する技術でございます。 

 このほか、橋梁の基礎の洗掘を測る技術ということで、水害や経年変化で川の中の橋梁

基礎部がえぐられることがございます。それをどのように計測するかという技術が③の部

分でございます。 

 また、トンネル附属物の変状や変位を測る技術が④でございます。 

 もう１ページおめくりいただきまして、その下でございますが、シーズマッチング技術

というところで、このような技術がありますという御提案をいただいた技術でございます。

例えば、加速度センサーで振動特性を可視化できるとか、たわみを動画像の解析で計測で

きるといった技術がございます。 

 また、さらに深く調査できるような技術として、塗装の下の亀裂が分かるような技術で

す。電気を流して塗装の下の亀裂が分かるとか、海沿いの道路などはコンクリートの中に

塩が入ってきてコンクリートが傷みますけれども、その補修をした場合の効果をモニタリ

ングする技術というものもございます。 

 さらに、画像計測・解析技術でございます。ロボットで画像を撮影したり、ひび割れ画

像を解析したりする技術がございます。 

 また、一番右端でございますが、非破壊の検査技術でございまして、３次元の点群デー

タでデータを取って、どこが悪いのかということをスクリーニングするような技術等々、

このような技術を応募いただいているところでございます。 

 ７ページは今後の予定ですが、計測・モニタリング技術の公募を行わせていただいて、

８月30日に締切りさせていただきました。その概要は10月10日の社会資本整備審議会の道

路技術小委員会のほうで御報告させていただいております。 

 また、各分野別に会議を開き、内容の検討を行っておりまして、現時点では個々の技術
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の検証を行っている状況でございます。個々の技術は、応募された技術の特性に応じて性

能等の試験を室内で行ったり、現場で行ったりしている状況でございます。この結果を取

りまとめまして、年度内に道路技術小委員会の先生方にも御覧いただいて、３月末には性

能カタログへの掲載を行わせていただければと思っております。 

 場合によりましては、技術の改良を行うこともありますが、基本的には中身をよく見さ

せていただいて、掲載するような方向で進めていければと思っている次第でございます。 

 ８ページ目は我々の御報告でございます。道路の老朽化対策でございますけれども、地

方道や補助国道といった地方管理の道路について、道路のメンテナンスの補助制度を創設

いたします。来年度からでございますが、予算としては2,223億円という形でございまして、

真ん中の下でございますが、地方自治体が個別の道路の橋梁、トンネル、道路附属物等に

おきまして、長寿命化修繕計画をつくっていただいたところについて、その計画を見させ

ていただきながら、個別に補助をしていくという制度を立ち上げるところでございます。 

 長くなりましたが、以上でございます。 

○大橋座長 御丁寧にありがとうございました。 

 それでは、ただ今の御説明について御質問をお受けしたいと思います。おおむね15分ほ

どお時間をいただいております。どなた様からでもいただければと思います。 

 では、落合委員からお願いします。 

○落合専門委員 それでは、落合から３点ほどお話しさせていただきます。 

 まず、今回の取組ですけれども、非常に前に進めていただいておりまして、非常によく

取り組んでいただいていると思っております。ありがとうございます。こういったモデル

がほかの部局でも取組のモデルになり得るのではないかとも思っております。 

 そういった進めていただいていることがあるのですけれども、また３つほどお願いでき

ればと思うところがありましたので、コメントをさせていただきます。 

 １つが、今後の取組の継続と周知になるかと思いますけれども、今年度だけではなくて、

来年以降も年に１度程度更新をしていただくことがあります。また、取組の内容自体がす

ばらしい内容だと思うのですけれども、やはり周知徹底が重要ではないかと思っておりま

す。自治体の方ですとか関係者が十分に認識されていないと、せっかくまとめていただい

たのに、十分に使われないこともあると思いますので、是非周知徹底の部分をお願いでき

ればと思います。 

 第２点なのですけれども、そもそも様々な文章上の記述においての問題なので、技術の

採否というよりかは文章の書き方になります。どちらかというと、目視点検と同等の健全

性というところが、やはりどうしても判断が難しいという話が何度か我々も議論を聞いて

いる中で出てくることがあります。そのときにやはり客観的な基準でこういうものができ

ていればいいのではないか、ということを例示していただくことを御検討いただけないか

ということがあります。 

 第３点になりますけれども、そういった際に、例えば、目視のときにそもそも何を確認
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しているのかということを御検討いただくのも重要なのではないかと思っております。カ

メラの精度などが上がってきているということがありますが、人間は実際にこのぐらいの

ものを見て、このような程度の亀裂を見つけているのだということを要件定義していただ

くことによって、実際に画像上の判断で採用するときのある種の基準みたいなものをつく

れるのではないかとも思います。こういった点も御検討いただければと思いました。 

 以上、３点になります。 

○大橋座長 幾つか質問をまとめて御回答いただければと思います。 

 ほかに御質問があれば、それでは、よろしくお願いします。 

○髙橋（滋）委員 単純な質問です。３ページにおいて、国の施設において仕様確認を行

ったというお話ですが、その場合、スクリーニングに使ったということでしょうか。まず、

国がスクリーニングに使わないと地方自治体はスクリーニングに使うことを躊躇します。

実際上、その中でスクリーニングに使ったのかどうかということをお聞きしたいと思いま

す。 

○大橋座長 それでは、谷口委員。 

○谷口委員 非常に精力的なお取組をありがとうございます。 

 ７ページで１点御質問なのですけれども、技術の検証というところで、実験群と統制群

を設定し、つまり､この新技術を使った場合とそうではない今までどおりの場合を比較す

るとしたら、サンプルがたくさんないと本当に正しいかが分からない、実験計画法などで

いうとそういうことがあると思うのですけれども、どのように実際に技術の検証をされて

いるのか教えてください。 

○大橋座長 ありがとうございます。 

 村上委員、お願いします。 

○村上専門委員 これまでの取組、ありがとうございます。 

 簡単に３つほど質問します。 

 １つ目が、これまで勘と経験でやってきたものをデータに基づいて点検精度を上げると

いうことなので、むしろこちらは代替ではなくて新技術の採用を推奨するような取組がで

きないかということが１点目です。 

 ２点目が、性能カタログができましたので、次に発注仕様書とか契約書のひな形を提示

しないと、なかなか自治体は採用しにくいので、そういうことは可能かどうか。 

 最後は、費用対効果の例示ができないか。安くなれば採用するところも増えます。 

 以上、３点です。 

○大橋座長 ありがとうございます。 

 ほかにいかがですか。大丈夫ですか。 

 それでは、質問がかなり積み上がってしまったのですけれども、御回答いただければ幸

いです。 

○国土交通省奥村国道・技術課長 まず、落合委員からいただきました広報のことでござ
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いますけれども、本日申し上げたような性能カタログやガイドライン、その根っこにある

点検要領等々も含めまして、全て国土交通省のホームページに出させていただいておりま

す。 

 ただ、もちろん文字もたくさんございますので、内容の説明としては前回も申し上げた

都道府県ごとに道路メンテナンス会議というものを設けておりまして、そこには地方自治

体、地方整備局も入っております。そういったところで、書いてあることの心的(こころて

き)なところもきちんと伝えるようにいたしておりまして、そういった地道な活動でもう

少し広げていくような形でやらせていただければと考えております。 

 また、２番目の御質問として、目視点検と同等の判断がなかなか難しいのではないかと

いうところでございます。正にそうだと思います。我々がいつも悩んでいるところは各橋

梁の点検をするにあたり、橋梁ごとに構造が違いますし、置かれた自然状況も全然違いま

す、また、劣化している状況も違う。あるいは、材料ごとにもいろいろな違いがある中で、

そういう極めて複雑な状況の中で点検を進めていかなければいけないというところでござ

います。このような形で各技術の性能等は取りまとめさせていただいて、使い方も導入の

仕方も示させていただいておる次第でございますが、これは試して使い勝手を見ながら進

んでいくようなものだと思っておりますので、まずは、新技術を使うときのノウハウを積

み重ねていくということもさせていただければと考えている次第でございます。 

 ３番目に、カメラはどれぐらいの精度があるかということで、人間はこういうものを見

つけている、こういう判断をしているというところをどう新技術に置き換えていくか、そ

の判断について明示してはどうかという御意見であったと思います。 

 これも、例えばですけれども、局所の技術に頼り過ぎて橋梁全体を見ることを怠ったり

することももしかしたらあるかも分からないので、今すぐに明示するというのはなかなか

難しいかも分かりませんけれども、これも新技術を使いながらノウハウを積み重ねさせて

いただければと思っている次第でございます。 

○落合専門委員 すみません、１点、最初の質問の中で更新について年１回程度可能かと

いうことです。 

 あと、第２点と第３点について、すぐに基準が定立できないとしても一般的な基準とし

て実際に何を確認できるべきなのか。全部目視で全てのものを同じように見ているとは限

らないとは思うのですけれども、各場所において具体的に何を見ているのかというのは、

直ちにできないとしても検討して基準をつくり得るのではないでしょうかということです。 

○国土交通省奥村国道・技術課長 分かりました。失礼しました。 

 更新は年１回させていただきますし、４ページ目にも書かせていただいておりますけれ

ども、さらに新しい技術も次々と出てくると思いますので、その都度、伺いながらパワー

アップと言いますか、バリエーションを広げていくこともさせていただければと思ってい

ます。 

 あとは、何を見ているかというところもございますけれども、１ページ目でございます
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が、点検対象の絞り込みを行わせていただいております。どこが一番まずいところになり

そうだというところもつくらせていただいております。これは新技術でやるときにもこの

ような使い方ができるというところが事例を重ねていくとつくれるのではないかと思いま

す。そういったことをさせていただければと思っております。 

 髙橋先生からいただきました３ページ目のスクリーニングに使ったかというお話でござ

いますが、基本的にいただいた技術は全部チェックさせていただき、カタログに載せさせ

ていただいておりますけれども、すみません、ちょっと御質問の意図を。 

○髙橋（滋）委員 結局、今後、技術を使ってスクリーニングに使えるところまで目指し

ますというお話です。少なくとも令和元年には記載の技術についてやりますという話で、

この４ページを見ると、令和２年の４月にはスクリーニングに使えるという話だと思うの

です。そうすると、国の施設でこういうふうに仕様確認したのだったら、国の点検ではこ

の技術はスクリーニングに使っているはずだと私は思うのです。実際に使ったのでしょう

か。安全点検の効率化のために、この技術を現に国においてスクリーニングに使ったのか

というお話です。 

○国土交通省信太技術企画官 16技術を現地で確認したときには、カタログに載せる性能

がいろいろあるのですけれども、その性能が現場の中で発揮できているかという観点で調

べたものを取りまとめているというところでございます。 

 今年度からは同じような使い方をしまして、例えば、スクリーニングで使ったりという

ことを直轄の現場で始めておりますので、その辺りも知見を取りまとめて、また、地方の

ほうにもフィードバックしていきたいと考えております。 

○髙橋（滋）委員 ですから、国でスクリーニングに使っていますということをはっきり

言って頂きたい。地方としては、性能を示されても、国が使わないのだったら地方が使う

わけにはいかないではないかという話になります。国でこういう形で実際の国の施設の点

検に当たって新技術をスクリーニングに使っていますということをはっきりおっしゃって、

それを周知していただくことが重要なのではないですかというお話です。そういうお願い

です。 

○国土交通省奥村国道・技術課長 分かりました。 

 次に、谷口先生からいただきました７ページ目の、サンプルがたくさんないと技術の検

証ができないのではないかというところでございます。これは通常の点検を行って得た結

果と新技術により点検を行って得た結果を比較することで、新技術の性能を確認している

ところです。 

 それから、村上委員から、データに基づいて点検精度を高めていくべきだというお話も

ございました。正にそのとおりで、そのような形で進めさせていただければと思っていま

す。 

 また、仕様書や契約書のひな型ということでございますが、正にそれはガイドラインに

新技術を活用する場合の契約のスキームを載せさせていただいていますので、より実務レ
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ベルで使いやすい形でまとめさせていただいていると考えております。 

 ３番目の費用対効果につきましては、もう少し使用事例も積み重ねた上で、これだけ費

用が小さくなった等々のお話はさせていただければと思っている次第でございます。 

○大橋座長 よろしいですか。 

 ありがとうございます。 

 実は、お時間いっぱいになってしまったのですけれども、どうしてもという御質問があ

れば、いかがですか。 

○髙橋（滋）委員 村上先生の質問に関連して、人間の目の性能は客観的に測れるのでは

ないかと思うのです。大体晴天時だったらこのぐらいのものが判別できるというのは、生

物化学的に測れるのではないかと思うのです。機械だったら、確かに、晴天時とか曇りと

か、高度とかいろいろなところで条件があるのだと思うのですけれども、そういう意味で

は晴天時には肉眼でこのぐらい見えて、曇天時にはこのぐらいだというものを比較可能な

形で提示できれば、最低晴天時のこういう条件では目と同じような性能が発揮できますと

いうことは、技術的にも客観的に同定できるのではないかと思います。そういうことは不

可能なのでしょうか。 

○国土交通省奥村国道・技術課長 性能カタログの中に、例えば、ドローンで撮影するよ

うな技術であっても、どのぐらいの精度でひび割れが検証できるかというのは全て書かせ

ていただいておりまして、曇天時や日陰部分などカメラの色識別性能に関する条件も全て

書いてあります。 

 先生がおっしゃるように、人間が近接目視でできる精度というのはどういうものなのか。

それを定量化してきちんと比較すべきではないかという御意見だと思いますけれども、そ

このところは次の課題になってくるかなと思います。 

○髙橋（滋）委員 そういう意味では、それは積み重ねればこの条件下では目視と同等と

はっきり言えるのではないでしょうか。 

○国土交通省奥村国道・技術課長 それは言えることにはなると思います。しかし、そこ

だけを取ってみれば目視と同等と言えるかも分からないのですけれども、目視というのは

ある部分だけを見るのではなく、なるべく全体を見て、周りの条件を見てきちんと橋梁の

診断をしてほしいということでございます。 

○髙橋（滋）委員 それは、全体を見るという条件下で同等かというのはまた別に見れば

いいと思います。そこは、別な視点ですよね。全体を見るのだったら、全体の目視の同等

という条件をつくればいいわけで、それは両方の条件でこれを満たしてくださいと言えば、

それでも目視と同等と言えるわけですよね。そういうものを目指していただきたいという

お話です。 

○国土交通省奥村国道・技術課長 そこは努力したいと思います。 

○大橋座長 ありがとうございます。 

 そろそろお時間ですが、どうぞ。 
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○高橋（進）議長代理 ４ページですけれども、目視については、上のほうに近接目視又

は画像撮影技術で「又は」になっている。一番下の近接目視によらない点検方法をベスト

ミックスとありますから、人間の目よりも技術のほうが優れているという認識は十分に伝

わってくると思うのです。 

 一方で、打音・触診のところになると、上の段でも打音触診プラスその他詳細技術とあ

ります。要は、打音・触診をやっていればいい、あるいはそれ以上に何か詳細技術を組み

合わせても、打音・触診をやらなくていいことにはならないということだと思うのです。 

 目視の場合はどこまでというのがあるのかもしれませんが、打音・触診となると、構造

物がどこまで傷んでいるか、どこまで打音・触診で判断するのか、あるいはその他の技術

を使っていいのかというところは、目視よりははるかに難しくなると思うのですが、そう

いうところで性能基準みたいなものがないと、代替は進まないと思うのですけれども、そ

の辺はどういうふうにお考えなのでしょうか。 

○大橋座長 南雲委員もお願いします。 

○南雲委員 新技術をニーズに結びつけるということで、カタログを作ったのは大変すば

らしいことだと思いますけれども、実際に、これをどう浸透、展開させていくかというこ

とになりますと、メンテが可能なのか、メンテコストをカバーできるか、メンテをすると

きに改善要求を拾い上げることができるのかという点が重要です。このような実践を通じ

てこれがどんどん進化していくというPDCAサイクルが必要だと思いますけれども、メンテ

とかフィードバックループのところがどういうふうになっているのかということについて、

御説明いただければと思います。 

○大橋座長 追加になりますけれども、よろしくお願いします。 

○国土交通省奥村国道・技術課長 高橋議長代理からいただきました打音・触診のところ

ですけれども、具体的な例で言いますと、例えば一般交通が入るような場所でコンクリー

トがはがれそうになっているケースもあります。そういった場合、どういう状態になって

いるかというものは、基本的に打音・触診でやるのが確実ではないかという意味合いでこ

こは書かせていただいています。もちろん、様々な新しい技術は出てきていますので、ど

こまで代替できるかというのは、新しい技術も使わせていただきながら、現場に適応して

いく形になるのではないかと考えている次第でございます。 

○国土交通省信太技術企画官 今おっしゃったように、目視の画像よりもかなり難しいと

ころにはなってございます。正に打音とか触診というのは、人間の感覚みたいなところに

なってしまいます。 

 一方で赤外線みたいなもののレーザーをやるとそういうところが分かるみたいなところ

も技術としては少しずつ出てきていますので、そういうところがどういう条件下でどうい

う使い方だったら代替できるかみたいなところは、これから蓄積しながら性能的にお示し

できるかというのは、正にこれからなのかなとは思ってございます。 

○国土交通省奥村国道・技術課長 あと、南雲委員のフィードバックサイクルがどうなっ
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ているかというところでございます。これは正に新技術も含めて現場で使い始めている状

況でございます。今年度から点検で用いている状況でございまして、その情報をまた集め

ながら次のステップに、改善点をまた取りまとめて反省して、修正する点は修正して使っ

ていくような形に持っていければと考えております。 

○大橋座長 お時間もかなり押してしまって申し訳ございません。 

 先ほど落合委員から周知というお話があって、メンテナンス会議でやっていますという

ところの御説明だったと思いますけれども、ほかにこういうところでイノベーションが起

こっているのだという意味で言うと、ITベンダーさんとかいうところも見えるようにする

というのが、このイノベーションを促す意味でも周知のもう一つの先として重要なのかな

と思いますので、御検討いただければというのが１点。 

 あと、村上委員から発注書のひな形のお話をいただいていて、結局これは自治体の発注

部局においては検査官を動かせるかというのは極めて重要だと思うのです。検査官がきち

んと確認が最終的にされて、財務部局にもきちんと説明ができるような形にしておかない

といけなくて、これを全部地方自治体任せにするとなかなか動かないのかなと。 

 そういう意味で言うと、発注のひな形とおっしゃいましたけれども、仕様書なり確認事

項なりといったものを参考にできるようなガイドライン的なものがあると、一番いいのか

なという感じは今後の普及を考えるといたしますので、それを含めて御検討いただければ

と思います。 

 いずれにしても、今回、御説明いただいた道路分野については、委員からもありました

が非常に前向きに取り組んでいただいているということで、感謝申し上げます。引き続き、

取組の充実とさらなる改善を図っていただければと思いますし、また、こうした取組はほ

かのインフラ分野にも横展開を是非していただければと。そういうことが重要だと思いま

すので、他の分野についても引き続きワーキングで議論していきたいなと思います。 

 お時間になりました。時間を超えてしまって申し訳ございません。 

 本日の国土交通省道路局へのヒアリングはここまでとさせていただきます。 

 ありがとうございました。 

（説明者交代） 

○大橋座長 続きまして、港湾施設・港湾荷役施設における新技術を活用した維持管理に

ついて、国土交通省港湾局へヒアリングをいたします。 

 本日は、お忙しいところ、遠藤課長にお越しいただいております。どうもありがとうご

ざいます。 

 それでは、10分程度お時間をいただいていると伺っていますので、御説明のほうをお願

いいたします。 

○国土交通省遠藤技術企画課長 国土交通省港湾局技術企画課長の遠藤でございます。 

 お手元の資料で御説明をさせていただきます。 

 まず、１ページ目に、港湾は港湾の中に防波堤であるとか岸壁であるとか臨港道路であ
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るとか、いろいろな施設があります。後ほど出てきますけれども、維持管理の関係もいわ

ゆる公共インフラ系の防波堤、岸壁等々の港湾の施設と、１ページ目の真ん中の船が着い

ているところにガントリークレーンのちょっとしたポンチ絵がございますけれども、港湾

法上、荷さばき施設という名前をつけている施設でございまして、後ほど出てくる港湾荷

役機械というものがございます。これも港湾施設の一部であります。こういうものについ

て、維持管理をしているということであります。 

 ２ページ目に港湾の施設の維持管理に関する法体系を整理してございます。一番上段に

港湾法がございまして、関連の政省令が２段目、その政省令を支えるような形で告示がご

ざいますけれども、特に維持管理に関するところが右側の維持に関する告示でございます。

それを実際に運用面で補足するために、点検診断のガイドラインと維持管理計画書の策定

のガイドラインという２種類のガイドラインがございます。 

 具体的なガイドラインのところの説明が３ページ目になります。 

 ３ページ目の箱書きにありますように、点検の方法を明文化、明確化してございます。

その明確化した内容をさらに細分化したような形で定めたのが、点検診断ガイドライン、

維持管理計画書策定のガイドラインでございます。 

 下に黒の四角が４つほどございます。港湾の施設の点検診断ガイドライン、維持管理計

画書ガイドラインの２つと、下の港湾荷役機械の点検診断ガイドラインと同様に維持管理

計画書ガイドラインというものがございます。 

 ４ページ目に点検診断の具体的なやり方を書いているものがございます。これは告示に

定めているもの、若しくは告示を補足するような形でガイドラインに書いているものを整

理しているものでございます。 

 点検の頻度が真ん中のほうにございますが、通常の点検診断施設になりますと、一般定

期点検診断と詳細定期点検診断の２つがございます。一般定期点検診断というものは、通

常点検診断施設につきましては、少なくとも５年に１回の頻度でやりますと、告示で定め

てございまして、詳細定期点検診断につきましては、供用期間中の適切な時期に少なくと

も１回。 

 供用期間中というのは通常インフラでいうと、50年を想定しておりますけれども、その

供用期間中に１回。若しくは、供用期間を延長時に１回。50年でつくっているものを60年、

70年延命化して使うときに、50年目に少なくとも詳細定期点検診断をして、延命をしてい

くという形になってございます。 

 実施方法を下のほうに書いてございます。 

 一般定期点検診断につきましては、目視による点検が中心になってございます。詳細定

期点検診断につきましては、海中部については潜水士を入れたり、各種調査機材が必要と

なるような専門的な点検をやるというのが詳細定期点検診断でございます。 

 ５ページ目に、いろいろな点検診断の効率化に向けていろいろ有効な技術があれば新技

術を含めて積極的に活用していくというスタンスでおりまして、その辺につきましては、
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ガイドラインにも新技術をうまく使っていきましょうということは記載をしているところ

であります。 

 例えば、ドローンであるとかナローマルチビームという水中部の測量に使うようなもの

を使いまして、空中部の３次元測量と海中部の３次元測量を合成して、３次元の立体的に

断面を捉えながら維持管理に使っていくというものもやってございます。 

 また、現在、技術開発中でございますが、右手にありますような水中部ドローンという

ROVを用いて、桟橋下部の診断に必要なものを自動化で観測をしようというものも現在、技

術開発中でございます。 

 ６ページ目は、港湾施設の維持管理情報データベースというものを整備してございます。

下のポンチ絵の中にありますように、右側の国土技術政策総合研究所というところの下に、

維持管理情報データベースというものがございます。こういうデータベースを整備してご

ざいまして、そのデータベースには我々の出先の地方整備局、事務所がアクセスできたり、

港湾管理者がアクセスできたり、民間事業者がアクセスできるという形になってございま

して、その中で維持管理情報を登録し、更新をしたり確認をすることができるようになっ

てございます。 

 ７ページ目は、実際の維持管理をするときに、運用面でやっていることでございます。

港湾等メンテナンス会議というものを設置してございます。体制といたしましては、地方

ブロックごとに地方整備局の職員と地方公共団体である港湾管理者の職員、また先ほど出

てきました維持管理データベースを運用している国土技術政策総合研究所、同様に研究面

で支えている港湾技術研究所、維持管理の実際の専門家の集団である維持管理士会という

ところが入った中で、維持管理に関する状況の把握であるとか様々な情報共有、技術的な

対応、相談等々を行っているということでございます。 

 ８ページ目、維持管理に関する研修もやってございます。 

 今年度は、非常に基礎的なものから応用的なものまで合計３回ほど行ってございます。

対象は港湾管理者、中央公共団体の職員と国の職員ということでございます。 

 説明は以上であります。 

○大橋座長 ありがとうございます。 

 それでは、ただ今の御説明に関して御意見、御質問をいただければと思います。おおむ

ね20分から25分ぐらいいただいているということですけれども、どなた様からでもお願い

できればと思います。 

 それでは、落合委員からお願いいたします。 

○落合専門委員 では、落合のほうから伺います。 

 ２点ほどありまして、まず、幾つかドローンについて検討していただいている例等をお

示しいただいております点についてです。実際にこういった活用事例を示していかれるの

だと思いますけれども、ちょうど先ほど道路局のほうで新しい技術の利用について、性能

カタログをまとめておられるという話もありました。そのような有用な技術をまとめるよ
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うな資料というものを、もう少し踏み込んでつくっていただくことはできないのでしょう

かというものが第１点です。 

 第２点として、補助金の交付要綱であったりですとか、国のお金を入れる場合に、デー

タを提供してもらったり技術を使うように求めたりですとかいったようなことをやってい

ただくとか、こういうことも含めて対応を考えていくということは考えられないでしょう

かというのが２点目です。 

○大橋座長 幾つか質問をまとめてさせていただければと思います。それで、まとめてお

答えいただければと思います。 

 ほかに御質問をいただければと思いますけれども、いかがですか。 

 では、髙橋委員からお願いいたします。 

○髙橋（滋）委員 公共施設の維持管理というのは国交省共通の課題だと思います。道路

とか港湾とかそれ以外にもいろいろな施設管理の局があると思いますが、そういうものに

ついて新技術の活用についての共同の研究とか意見交換みたいな場はあるのでしょうか。

そこをお聞きしたいと思います。 

○大橋座長 ほかにいかがですか。 

 村上委員、お願いします。 

○村上専門委員 御説明ありがとうございます。 

 １点だけ、５ページに新しい技術の紹介がされていますが、点検全体の中でこういった

新しい技術が使われている割合が、これまでどう推移してきて、これからどのぐらい増え

そうかという見込みを、今日でなくても結構なので、そういう検討をされているようでし

たら、教えていただければと思います。 

○大橋座長 ほかいかがですか。 

 取りあえず、ここで一回、御回答いただけますでしょうか。 

○国土交通省遠藤技術企画課長 まず、２点目の補助要綱とかに入れてはいかがかという

話がございました。基本的に維持管理は港湾管理者が単費でやるという世界です。国費が

入っていない世界なので、御提案いただいたような補助要綱に入れるという世界はないと

いうのが１点目であります。 

 その前に、もう一つ目の御質問の性能カタログとかその辺は、これから考えるものがあ

るのかという話がございましたが、ちょうど今回のヒアリングがあったからというわけで

はないのですけれども、我々港湾管理者が国自ら維持管理をやる、道路とか河川はそうい

う世界なのですが、我々のほうは地方公共団体が維持管理をする。国有施設で国が整備を

したものも維持管理は地方公共団体がやるという法律上の立てつけになっているので、地

方で人もいない、お金もなかなか厳しい中でどういうふうに維持管理を効率的にやってい

くのかという港湾独自の課題が実はございます。 

 今のガイドラインはいろいろ整備をしているのですけれども、なかなか足りないところ

もあるという反省点もありまして、今年度ガイドラインを補足するような形で、港湾管理
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者が簡易に直営でお金をかけなくても、外注しなくても容易に見ることができるような手

引書みたいなものを整備しているところであります。その中で新技術の活用事例も自治体

でうまく活用している事例もあるので、そういう事例はその中で紹介をしていきたいと考

えているところであります。 

○落合専門委員 すみません。今の点なのですけれども、特に費用がかからない場面を念

頭にして、ガイドライン等において新技術の利用について触れられるというようにも聞こ

える面がありました。どちらかというと、こういう新技術を使うこととの関係では、そも

そも港湾管理者だけで点検をやられるわけではないと思いますので、外注先となる事業者

を使われる際に、その費用を要する、人が中々確保できないといった課題を、少なくとも

将来的には解決していくために新技術の利用があると思うのです。 

 なので、費用がかからない場合だけを検証する、記述するというのはちょっと不十分で

はないかとも思ったのですけれども、いかがでしょうか。 

○国土交通省遠藤技術企画課長 決して費用がかからないものだけを書き込むのではなく

て、例えばドローンの活用であるとか、GPSつきのカメラをうまく活用すると効率的にでき

ますよという話を含めて、そこはある程度、現にうまく使えているところは積極的に横展

開という意味も含めて紹介していきたいなと思います。 

 ３つ目の御質問で、新技術を、道路とか河川とかいろいろな分野はありますけれども、

共有して議論する場があるのかというような話でございましたが、余り共有して話をする

場はないのかもしれませんが、例えば、道路のほうでやっている性能カタログの話は我々

も十分知ってございます。例えば、道路法上の道路と港湾法上の臨港道路は、外形的に見

て道路は道路なので、そこは共通的に使えると思っています。なので、道路の性能カタロ

グがうまくできれば、我々は有効的に活用できるという形で運用していきたいと思います。 

 最後の御質問で、新技術のこれまでの推移であるとか、これからどういうふうな形で展

開していくのかという話がございましたが、残念ながら自治事務で港湾管理者が自らやっ

ている維持管理の世界なので、どれだけ新技術を使っているのかというのは、ピンポイン

トでうまく使っている事例というのは、我々も入手しているのですが、例えば、１割使っ

ているのか、２割使っているのか、３割使っているのかというのは、残念ながら現時点で

把握していません。 

 うまく使っている事例が横展開で紹介できれば、そこは共通の悩みではあるので、使う

ことが拡大する方向に行くのだろうという想定はしております。そういう横展開ができる

ような情報提供というものを、今、港湾管理者向けも含めてつくっている運用書の中でも、

そういう概念を入れていきたいと思っています。 

○大橋座長 ほか、よろしいですか。 

 高橋議長代理。 

○高橋（進）議長代理 今のお話に関連して、６ページで維持管理情報データベースとい

うものがあります。ここには当然、港湾ごとの維持管理についての情報が入っているわけ
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ですね。したがって、どういう技術を使ってどうやっているかというものがここに入って

いれば、当然御省としても見れば分かりますよね。自治体もどんな技術をほかの港が使っ

ているか分かりますよね。まだ、分かるようにはこのデータベースはなっていないのです

か。 

○国土交通省遠藤技術企画課長 残念ながら、例えば、そこでどういうドローンを使って

いるのか、維持管理の頻度であるとか維持管理計画書であるとか、どういう頻度で何を見

ているのかという計画とか、それをどういうふうに実行しているのかというデータは入っ

ていますけれども、そこに新技術を使ってというところの細かなものまで包括的に分かる

ようにはなっていないと思います。というのは、全部確認しているわけではないので。す

みません。 

○高橋（進）議長代理 では、データベースの意味は何なのですかと聞きたいのです。 

 例えば、５ページで堤防を１つ管理するにもこれだけの項目をいろいろな技術を駆使し

てやるわけですけれども、当然、技術の組合せになるわけですよね。したがって、標準的

な組合せはこうですよとか、ここについてはこういう技術が使えますとか使っていますと

いう情報がデータベースに入っていて、初めて維持管理がより効率化していく、あるいは

省力化できていくという話になると思うのです。そうでなければ、何のためにこのデータ

ベースをつくっているのかという話でないかと思うのですけれども、もうちょっとデータ

ベースをうまく活用するということを、お考えになってもいいのではないかと思うのです

けれども、いかがですか。 

○国土交通省遠藤技術企画課長 うまく活用していくという方向性は正にそのとおりだと

思います。現時点で十分できていないというのもそのとおりなので、うまく活用できる方

向というのは御指摘のように当然有益な情報なので、引き続き検討してまいりたいと思い

ます。 

○大橋座長 ほかいかがですか。 

 それでは、髙橋委員、お願いします。 

○髙橋（滋）委員 自治事務だという話をされたので、法律的な話をお聞きしたいのです。

このガイドラインの性格は何でしょうか。政省令なのか、単なる技術的な助言なのか。そ

して、この４ページの目視によりなさいという記載が、自治事務に対してどのような法的

効力を持っているのかということについても、併せてお聞きしたいのですが、いかがでし

ょうか。 

○大橋座長 質問をまとめさせてもらえればと思います。 

 ほかにもしあれば、いただければと思いますけれども、谷口さん、大丈夫ですか。 

○谷口委員 大丈夫です。 

○大橋座長 では、お願いします。 

○国土交通省遠藤技術企画課長 ガイドラインは技術的な助言になります。法的な拘束力

はありません。 
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 法律と政省令があって、そこの告示までが法体系の中で国として定めているところで、

それを補足するような形で技術的な助言としてガイドラインを出しているという位置づけ

でございます。 

 したがって、目視で点検をやりなさいというのも、別に目視でやる必要はなくて、例え

ば、ドローンであるとかそういう新技術でやるのも当然あり得るし、法的なそこの制約は

全くありません。 

○髙橋（滋）委員 そうすると、そういうことを明らかに通知で出していただいて、問題

がない事実は、積極的にやっていただきたいという通知は出していただければ有り難いと

思います。いかがでしょうか。 

○国土交通省遠藤技術企画課長 それは、法律の世界では当たり前の世界かなと思って、

違いますか。 

○髙橋（滋）委員 それは、道路でも自治体としては安全性に関わる問題なので、目視に

よりなさいと書いてあると、基本は目視でないと駄目ではないかという話になると思いま

す。 

○国土交通省遠藤技術企画課長 それは、このガイドラインの中で、新技術を積極的に活

用しなさいという項目が、項目としてガイドラインの中身にあります。なので、そういう

目視以外のものをガイドライン上、妨げているという形にはなっていないと思います。 

○髙橋（滋）委員 では、この４ページの御説明は必ずしも的確な御説明ではないという

ことですね。 

○国土交通省遠藤技術企画課長 これは標準的なものを書いただけで。 

○髙橋（滋）委員 今日の議論は新技術の導入のための議論です。そこのところは新技術

を妨げないという記載があるのだったら、そこも説明に書いていただく必要があると思い

ます。併せて、その点は自治体に徹底しているのですね。目視によると書いてあるけれど

も、新技術が代替できれば、それは積極的に国としては妨げるものではないという解釈は

自治体に徹底しているということでよろしいでしょうか。 

○国土交通省遠藤技術企画課長 はい。 

 私が捉えている実態は、妨げているわけではないというのは浸透していると思います。

一方で、どれだけ使える新技術があるのかというのが、現実そんなに、例えばドローンを

使って港湾の荷役機械を点検する技術が現在あるのかというと、日本の中にはないと聞い

ています。日本のクレーンメーカーに世界の中でそういう技術もありますかと聞いても、

現時点でないと聞いています。 

 なので、使える技術がまだ追いついていっていないというのが、今の実態なのかなとい

う認識でおります。 

○落合専門委員 使える技術がないというのは、何のどこの部分について使える技術がな

いのかというものを伺いたいと思います。目視については、ある程度撮影をして人間の目

と同じ程度に記録として残すという形、それを機械的に解析する技術として存在するので
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はないかと思います。先ほど道路局さんから伺った技術カタログの中でも取り上げられて

いる技術もあるわけなので、全く何も存在しないわけはないと思うのですけれども、だと

すると、何が存在しないということなのでしょうか。 

○国土交通省遠藤技術企画課長 例えば、港湾荷役機械でドローンを使った点検技術サー

ビスをやっているところが民間として。 

○落合専門委員 そのサービスとしてということであれば、ドローンを使って目視の代わ

りに写真を撮ってきたり、それを解析する事業者自体は、既に存在自体はすると思います。

このため、たまたま、港湾の分野について、こういうものが使えるというのを港湾管理の

関係者が知らず、採用していないから、そのサービスを技術がある事業者が港湾向けにや

っていないだけなのではないかとも思われるのです。 

○国土交通省遠藤技術企画課長 そうですか。一応聞かせていただきたいと思います。 

○落合専門委員 なので、道路局等ほかの部局で採用されているものの実態がどうなのか

というものを、よく見ていただいたほうがいいのではないかということだと思います。 

○国土交通省遠藤技術企画課長 できているものは参考にさせていただきます。 

○高橋（進）議長代理 今のに関連して、例えば、クレーンの話があったのでクレーンだ

とすると、クレーンの何をチェックしなくてはいけないのか。３年後、５年後、10年後と

いう期間ごとに診断をするしないは関係なくて、要するにクレーンがどういう状況にある

かということをチェックすることが目的なわけですよね。だから、何年ごとにということ

ではなくて、そのクレーンがいい状態にあればいい。 

 例えば、変状把握なのか腐食なのか、クレーンに対して使うのに耐えられるのに満たし

ていかなくてはいけない基準みたいなものがあって、それを満たしていれば目視であろう

がドローンであろうが何でも構わないということではないのですか。 

○国土交通省遠藤技術企画課長 おっしゃるとおりです。 

○高橋（進）議長代理 そうですよね。 

 それが、例えば、一応ここは法定上は何年ごとにというのは経験値からして、クレーン

はこのくらい経てば危ないからこのぐらい以内に点検しなさいよという形式基準ですよね。

むしろクレーンがきちんとメンテナンスされていることが分かれば、別に何年ごとであろ

うが、どういう点検方法をとろうが構わないということですよね。 

○国土交通省遠藤技術企画課長 はい。 

○高橋（進）議長代理 そうであれば、むしろクレーンについてはこういう状態を維持し

なさいという状態が明確になっていれば、それで満足されますよね。そういうふうに立て

つけを変えていくことは技術的にできますか。 

○国土交通省遠藤技術企画課長 立てつけというか、そういうふうになっていると思いま

す。 

○高橋（進）議長代理 でも、ここに３年とか10年とか年限が書いてあるではないですか。 

○国土交通省遠藤技術企画課長 それは、港湾の維持管理体制の中で３年、５年とかそう
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いうふうに定めているということなのですけれども、クレーンについては、クレーンの安

全規則という世界もあって、厚労省の関係の規制だと思いますが、そちらのほうが１年に

どういうふうに点検するというのは既にあって、港湾荷役機械については、それに対する

上乗せの維持管理の点検を網かけをしているので、日常的にはクレーンの安全規則の中の

点検で、機械なので機械としての性能がちゃんと維持できているかどうかという点検もあ

りますし、外形的な腐食とか変状とかもありますけれども、そこはトータルで何をしなけ

ればいけないのかというのはあります。 

○高橋（進）議長代理 それは、厚労省が言っている安全上の規制とそれに上乗せして、

クレーンでも何でもいいのですけれども、機械をある一定の状態にメンテしなさいという

規制が国交省は上乗せしているということですね。 

○国土交通省遠藤技術企画課長 ちょっと表現が悪いのですけれども、上乗せというかほ

ぼ同じものを使っている。 

○高橋（進）議長代理 ほぼ同じものだったら要らないではないですか。 

○国土交通省遠藤技術企画課長 我々港湾施設の維持管理というものをやらないといけな

いので、港湾施設の一部を。 

○高橋（進）議長代理 なぜやらないといけないのですか。 

 厚労省がそういうふうに決めて一定状態にメンテナンスしていると分かっているのであ

れば、国交省としてはそれを上乗せするのではなくて追認すればいいのではないですか。

何が違うのか、その違うところはどういうふうに定められているのかということですよね。 

○国土交通省遠藤技術企画課長 実態上、港湾管理者がやるべき点検の診断項目を設定し

ているので、ほぼ追認しているような形になっていると思います。 

 片や、クレーンのものはクレーンの設置者が港湾管理者の場合もあったり、港湾管理者

ではない民間の場合もあったりします。あとは、港湾埠頭会社みたいなところが持ってい

るクレーンもあります。これは、港湾管理者が見るべきものを定めている。実態は、クレ

ーンの設置者がクレーンの安全規則に基づいて、１年間こういう項目を全部定めて確認を

しているので、確認をしているところをちゃんとできていますねというふうに、港湾管理

者が設置者と違う立場であれば、港湾管理者がそれを確認するという。 

○大橋座長 いただいているお時間を超えてしまっていることもあり、まだ煮え切らない

ところもあるので、引き続き議論をさせていただければと思いますけれども、１点気づい

たところは、性能カタログについて、港湾にも道路があるから道路局ができればそれを使

うとおっしゃいましたが、もう少し広げて港湾独自の構造物についても、性能カタログを

設けたらいいのではないかというのが御質問の御趣旨ではないかと思っていて、そういう

ところも是非検討していただければと思います。 

 それと、点検診断ガイドラインにおいては、外観目視をするというところと別個で新技

術と書かれている章がありますけれども、ITベンダーさんが見たときに、外観目視代替で

新技術が入れられるのだとガイドラインを理解するかどうかは、また別の話かなとは思い
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まして、そういう意味で言うと外観目視で代替可能と明記されているかというのは、第三

者が受け止める際にかなり大きな話ではないかなと。そういうところも御検討していただ

ければというのが御質問の御趣旨だったのかなとも思います。 

 いずれにしても、引き続き、意見交換をさせていただければと思います。 

 本日、お忙しいところ、遠藤課長にはお越しいただきまして、ありがとうございました。 

（説明者交代） 

○大橋座長 続きまして、クボタ浄化槽システム株式会社へヒアリングを行いたいと思い

ます。お時間が押してしまって申し訳ございません。 

 本日は、大変お忙しいところ、代表取締役社長の萬様、技術部長の石橋様、営業推進部

長の米原様にお越しいただいております。お忙しいところ、ありがとうございます。 

 御説明の時間は10分いただいているということですので、もし、御準備がよろしければ

御説明のほうからいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○クボタ浄化槽システム株式会社萬代表取締役社長 では、早速説明に入らせていただき

ます。 

○クボタ浄化槽システム株式会社石橋技術部長 「遠隔監視技術の活用による大型浄化槽

の保守点検頻度の緩和について」と題しましてお話しさせていただきます。 

 まず、「浄化槽とは」ということで、簡単にまとめさせていただいております。 

 浄化槽は、下水道、農業集落排水施設といったものと並ぶ日本の生活汚水を処理するた

めのインフラでございます。浄化槽の特徴は、汚水が出てきたその場で処理してすぐに放

流するというオンサイト処理になります。現在、日本国内で1176万人が浄化槽を使用して

おります。 

 また、浄化槽は処理規模によって、小型、中型、大型に大別されます。小型浄化槽とい

うのは、一般的な戸建て住宅用です。中型浄化槽はアパートとかコンビニなど。大型浄化

槽はマンションとか工場とか病院、ショッピングモールとかいった大規模なものもありま

す。 

 今、浄化槽は結構海外に出ていまして、御覧のとおりかなり広く活用しています。 

 それから、浄化槽は浄化槽法という法律に基づいて、浄化槽の構造や型式認定制度、工

事業者の登録と国家資格制度、保守点検業者の登録と国家資格制度、汚泥の清掃業者の許

認可、法定検査、各種手続等々が定められています。 

 その次のページが、浄化槽の大きさごとの国内での市場規模になるのですけれども、小

型浄化槽と中型浄化槽はコスト重視の市場でございまして、かつ、センサーとかの計装機

器がないために、遠隔監視の活用による保守点検頻度の緩和の効果はないだろう。むしろ

大型浄化槽が、遠隔監視の対象になる浄化槽だと我々は考えています。 

 実は、遠隔監視というものを既に導入している事例がございまして、大型浄化槽の中に

は膜型浄化槽と呼ばれるものがあります。これは膜の汚れ、これはセンサーで圧力を見ま

すといったサービスを1999年から始めています。この膜型浄化槽の保守点検頻度というの
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は、通常は１週間に１回という保守点検頻度が規定されているのですけれども、遠隔監視

を適用する場合は、２週間に１回という緩和措置が既になされています。 

 ただ、保守点検頻度の緩和措置ということは、膜型浄化槽だけにしか適用されていない

現状がございます。 

 では、「遠隔監視技術の活用による大型浄化槽の保守点検頻度の緩和について」という

内容をお話しさせていただきます。 

 浄化槽は建築基準法施行令第35条によって、国土交通大臣が定めた構造の構造例示型と

呼ばれるものと、国土交通大臣の認定を受けた性能評価型と呼ばれるものの２種類がござ

います。 

 左上のグラフにありますとおり、現在、国内で新しく設置されている浄化槽のほとんど

が性能評価型になっています。もう構造例示型はほとんどないです。ほとんどが性能評価

型です。 

 浄化槽法の施行規則によって、構造例示型の保守点検頻度は定められています。どうい

ったタイプのものが、これだけの機会に１回以上やりなさいということは定められている

のですけれども、同じ規則によって性能評価型の保守点検頻度のほうは、環境大臣が定め

る回数とすることとなっています。 

 ところが、性能評価型の保守点検頻度は、運用上、処理方式は全然違うのですけれども、

類似点があるという理由によって、昔の構造例示型の保守点検頻度が準用されてしまって

いるという現実があります。 

 その次のページで、性能評価型浄化槽のうち、流量調整方式という方式があるのですけ

れども、これが保守点検の頻度というのは、構造例示型浄化槽の種類に左上の表の赤で囲

った部分の保守点検頻度を準用して運用されています。 

 浄化槽法施行規則の保守点検の技術上の基準で、流量調整方式特有の点検内容というも

のも規定されているのですけれども、これらの点検に必要だという理由でもって、２週間

に１回以上の保守点検頻度に設定されてしまっている。 

 したがって、性能評価型の浄化槽のうち、流量調整方式の浄化槽というのは、保守点検

頻度が非常に多く設定されてしまっており、左下のグラフにありますとおり、お客さんが

お金を払うランニングコストに占める保守点検費の割合が非常に高くなっていて、ほかの

方式に比べてこの方式を採用すること自体が数少なくなってしまっている、不利になって

しまっているという現状があります。 

 そこで、遠隔監視技術の活用による大型浄化槽の保守点検頻度の緩和の御提案というこ

とをお話しさせていただきます。先ほどの保守点検の技術上の基準における流量調整方式

に該当する点検内容を細かく見ていきますと、まず、スクリーンと流量調整槽の２つがあ

ります。 

 まず、スクリーンのところを見ますと、工場生産型浄化槽のスクリーンというのは、曝

気型や機械式の微細目のスクリーンがあります。曝気型スクリーンというのは、目幅20ミ
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リから50ミリの粗めスクリーンの下から常に空気でぶくぶく曝気することで、スクリーン

の表面に異物がついたときに除去する方式なのですけれども、スクリーンに大きな異物が

絡みついたとしても、構造上、入ってくる汚水がせき止められるということはないのです。 

 一方、微細目スクリーンは１ミリから2.5ミリ程度の機械式なのですけれども、それが万

が一壊れた場合、あるいは過負荷や漏電が起こった場合であったとしても、遠隔監視がつ

いていれば迅速なトラブルの解決ができるということです。 

 もう一方、次のページに流量調整槽のことを書いています。 

 流量調整槽にはポンプと計量装置というものがあるのですけれども、例えばポンプに過

負荷や漏電が発生したり、計量装置に詰まりが生じたりというふうになりますと、後ろの

水槽に水が行かなくなるので、この流量調整槽の水位が上昇してくるのです。万が一、ポ

ンプの故障とか水位の異常が発生したとしても、こういった遠隔監視があれば、すぐに対

応ができるということになります。 

 以上のことをまとめますと、次のページに書かせていただいています。例えば、故障の

発生時の迅速なトラブル対応というのは、遠隔監視があればすぐにいける。それ以上に、

そもそもトラブルを発生させないために修繕計画というものを策定して、トラブルを未然

に防止することができるようになります。データとして帳票の中にずっとため込んでいっ

て、どれぐらい動いたのかというものも全て分かりますので、そういったところから、そ

ろそろ交換したほうがいいよねということも分かっています。 

 そういったこともできますので、例えば、IoTの遠隔監視を適用した先ほどの不利になっ

ている流量調整方式の浄化槽の保守点検頻度を、今は２週間に１回とかになっていますけ

れども、例えば、１か月に１回以上という緩和をするということを御提案します。 

 これによって、例えば２週間に１回の保守点検の頻度を１か月に１回にすることによっ

て、左下のグラフのようにランニングコストを15％ぐらいまで下げることができる。した

がって、お客様はどのタイプの浄化槽がいいのかという選択肢が増えることになります。 

最適な処理方式を選定することができるというメリットがあります。 

 さらに、大規模になってきますと、放流水質を常時モニタリングするような水質モニタ

リング装置を導入することで、規制値を超えない運転をすることができますので、未然防

止対応ができるようになって公共水域の保全にも役立つと我々は考えております。 

 手短ですけれども、以上で内容の発表を終わらせていただきます。 

○大橋座長 どうも御丁寧にありがとうございました。 

 クボタ様からいただいているお時間は10時55分までと伺っているのですけれども、もし、

お時間が許せば若干質疑応答をさせていただいて、若干超えてしまうかもしれないのです

けれども、お時間はよろしいですか。 

○クボタ浄化槽システム株式会社萬代表取締役社長 大丈夫です。 

○大橋座長 どうもありがとうございます。 

 それでは、お時間をいただいていますので、質疑応答ができればと思います。質問はま
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とめさせていただいて、一括して御回答いただくのが多分効率的かなと思いまして、その

ような形にさせていただければと思います。 

 それでは、御質問は谷口委員からお願いします。 

○谷口委員 御説明どうもありがとうございました。 

 専門外で、非常に専門的なお話でしたので、余り理解していないのですが、お話を伺っ

ている限りでは相当ウィン・ウィンの規制緩和ではないかなと感じました。けれども、こ

れが実現していない理由というか、今まだ実現されていないということは、所轄の官庁が

まだそれを駄目だと言っているということで、何が問題でこれがまだ緩和されていないの

か、そのポイントみたいなところを教えていただけますか。 

○大橋座長 質問をまとめさせていただいてよろしいですか。ありがとうございます。 

 ほかに御質問があれば、髙橋先生、お願いします。 

○髙橋（滋）委員 ピンポイントの御提案であることから、流量調整方式の話について、

これはほかの方式に比べてどれぐらいのメリットがあるのかということです。緩和されて

どれぐらいの普及の可能性があるのか。それから、コスト的な優位とかその辺の御説明を

いただきたいと思います。 

 どうもありがとうございます。 

○大橋座長 落合委員。 

○落合専門委員 ２週間に１回以上というお話があったと思うのですけれども、これは、

もともとどういう経緯でつくられていて、最近はどういうふうに所管官庁のほうでは考え

られているのか、意見交換等をされたことがあれば、そういった議論の状況などもどうい

う形で見直しをすればいいのかというのを参考にするために教えていただければと思いま

す。 

○大橋座長 ほかにございますか。 

 それでは、お答えいただいてもよろしいですか。 

○クボタ浄化槽システム株式会社萬代表取締役社長 どうもありがとうございました。御

質問をお受けいたしまして、お答えさせていただきたいと思います。 

 まず、１つは流量調整槽タイプの選定の理由なのですけれども、流量調整槽を使うこと

によって、非常にコンパクトにつくり上げることができるということで、設置費用とかを

含めてのメリットが非常に大きいというところなのですけれども、先ほどの話のとおり、

保守点検回数が多いために別の方式、少し大きくてもメンテナンス頻度が少ないものを選

定しようという方向が１つございます。 

 そういう意味での、全体的なコストメリットというものが流量調整槽を使うことによっ

て出てくるのであれば、保守点検頻度を下げるほうが、メリットが大きいのかなというも

のが一つ考えられます。 

 もう一つ、関係官庁とのやりとりの話なのですけれども、実は浄化槽の性能評価型の審

査につきましては、性能評価委員会という別の機関がございまして、国交省の管轄であり
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ながらも環境省にも配慮しなければならないちょっと複雑な部署ではあるのですけれども、

日本建築センターを主体とした性能評価委員会というものがありまして、そこへ我々とし

ては性能評価を行うための申請を出すわけですけれども、そのときの審査内容によってそ

こで決められる。ところが、現状ではまだまだ法律がこうなっているので、そこは我慢し

てくれという話が出てきておりまして、そのまま性能評価型についても、流量調整槽にお

いては２週間に１回という指導をいただいております。それが結局は評価の基準になって

きますので、そこを変えることができない。 

 ですから、国交省そのもの、環境省の担当部署というわけでなくてどちらかというと性

能評価委員会側の対応によって決まってきているということがあります。ただ、先ほどの

説明のとおり、性能評価型については、環境大臣の定める回数という一つの文言があるの

ですけれども、そこが出てきていない。そこが出てくればもう少し前に進む方向になるの

ではないかなとは思っております。 

 それは、２週間に１回と決まっていますのは、構造例示型がそうなっているので、それ

に準拠するのが一番安全であるという考え方ではないかとは推定しております。 

○大橋座長 続いて、追加ですか。 

○落合専門委員 ちょっと補足して。 

○大橋座長 では、落合委員の後、高橋議長代理。 

○落合専門委員 そうすると、10ページで規則６条２項と書いていただいているので、具

体的には、浄化槽法施行規則の６条２項でこういう記述があるということが、結局そこの

認定に当たって支障になっているということでよろしいのでしょうか。 

 それとまた、２週間に１回と書いてある根拠というか、なぜこういうふうになっている

のかということがもし分かればお教えください。どういう仕組みでルールができているか

というのは今御説明いただいたので、何となく分かったのですけれども、なぜ昔、２週間

に１回と定めたのかがもし分かればお願いします。 

○クボタ浄化槽システム株式会社萬代表取締役社長 すみません。なぜ２週間に１回に定

めたかということについては、我々としては分かっていない部分があります。ただ、２週

間に１回程度の管理をしなければ、故障の発見とかを含めて無理があるのではないかとい

うことが根拠になっているとは想像しております。 

 もう一つ、それるかも分からないのですけれども、実は保守点検をする人が限定されて

おりまして、これは国家資格の浄化槽管理士という資格を持っていなければできないので

す。そういうことも一つ規制の中でちぐはぐな部分が出てきているように思います。 

 というのは、浄化槽管理士の資格を取る人がどんどん減ってきていまして、ニーズが減

ってきている。であれば、もう少し頻度を緩和できればその辺のところもうまく動いてい

くのではないかというのが我々の一つの考え方ではあります。 

○大橋座長 では、高橋議長代理、 

○高橋（進）議長代理 今のことに関連してこういう理解でいいか確認ですが、もともと
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構造例示型のものがあって、その後に性能評価型のものが出てきた。かつ、遠隔監視もで

きるようになってきた。けれども、性能評価型についても構造例示型の規則が準用されて

いる。遠隔監視ができるようになったにもかかわらず、その準用が外れないという理解で

よろしいですか。 

○クボタ浄化槽システム株式会社萬代表取締役社長 そのとおりでございます。 

○高橋（進）議長代理 そうすると、最初に性能評価型が出たときには、遠隔監視はでき

なかった。 

○クボタ浄化槽システム株式会社萬代表取締役社長 機種によってはできるものも存在し

ておりまして、既に膜型浄化槽については以前から緩和されているというのが現状でござ

います。 

○高橋（進）議長代理 そうすると、性能が上がってきているにもかかわらず、法律が過

去のもので準用されているので、間に合わなくなっているということでよろしいのですよ

ね。 

○クボタ浄化槽システム株式会社萬代表取締役社長 そのとおりでございます。 

○大橋座長 髙橋委員。 

○髙橋（滋）委員 議長代理と全く同じお話をしようと思っていました。結局、法律で性

能評価型は性能評価しなさいという話になっている。それにもかかわらず、昔どおりに構

造が一緒だから同じ構造で決めているということであり、現時点において、遠隔監視とい

う性能が全く正当に評価されていないという話ですね。 

○クボタ浄化槽システム株式会社萬代表取締役社長 おっしゃるとおりです。 

○髙橋（滋）委員 そういう問題が要するに技術委員会でネックになっている。これは専

門家の集まりですか。 

○クボタ浄化槽システム株式会社萬代表取締役社長 ほとんどが大学の先生方になります。 

○髙橋（滋）委員 分かりました。どうもありがとうございました。 

○大橋座長 ほかにいらっしゃいますか。 

 それでは、村上委員、お願いします。 

○村上専門委員 御説明ありがとうございます。 

 ６ページに、今回の対象が大型浄化槽ということで、小型、中型には遠隔監視装置を今

つけていないということでしたが、相当低コストの通信機器とかセンサーが出てきている

中で、今後、小型や中型も遠隔監視をする可能性があるのかどうか、お考えを教えていた

だけますか。 

○クボタ浄化槽システム株式会社萬代表取締役社長 当然そういう形になっていければと

思っております。特に小型の浄化槽につきましては、今、全体的な浄化槽の方向づけの中

でやはり公共設置、要するにインフラとしての浄化槽の位置づけが少し増えてきている。

その中で、市町村による設置がもし行われるようであれば、小型であれ中型であれそうい

うセンサーを取り付けて、市町村側で一括管理をするということも視野には入れておりま
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す。 

○村上専門委員 ありがとうございます。 

○高橋（進）議長代理 先ほど出た点検のための管理士さんですけれども、現状としては、

例えば流量型で２週間に１回が１か月に１回になれば、点検する頻度が当然減るわけです

けれども、現時点で管理士さんというのは、人手不足と言われるような人が足りないとい

う状況なのですか。それとも、むしろ逆に、例えば２週間が１か月になると管理士さんの

仕事も減ってしまうとか、そういう実情なのか。どっちなのでしょうか。 

○クボタ浄化槽システム株式会社萬代表取締役社長 正確な人数は、今、日本環境整備教

育センターのほうで調査中とは聞いておりますので、はっきりした数字は分からないので

すけれども、高齢化をしているというのは間違いない話です。 

 したがって、まだまだ浄化槽が増えていく中で、やはり資格者を増やしていく必要があ

るということで、教育センターさんは考えていらっしゃるようですけれども、現状では恐

らく不足気味になっていくだろうとは想定しています。 

○高橋（進）議長代理 追加で、もしこれが性能評価型でかつ遠隔で監視できるようにな

れば、今、管理士さんがやっているような仕事と、同等あるいはそれ以上のものができる

という理解でいいのか。あるいは、管理士さんは必要なのでしょうか。 

○クボタ浄化槽システム株式会社萬代表取締役社長 必要だと思います。全て遠隔監視で

できるとは理解していません。やはり現地でものを見るというのは、非常に重要な要素か

と思います。 

 もう一つは、今の遠隔監視のレベルであれば、遠隔で操作ができない。ここまで進んで

いけばまた少し話は変わるかも分かりませんけれども、現状は監視のレベルで終えている

と考えております。 

○高橋（進）議長代理 できない理由は技術的なものですか。 

○クボタ浄化槽システム株式会社萬代表取締役社長 技術的なものももちろんあるのです

けれども、やはり経験値というものが非常に重要な要素を持っておりますので、例えば、

水の色を見てこれが今どういう状況にあるという、基本的には生物処理ですので、生物の

状態によって色が変わったり臭いが変わったりする。それを人が経験値の中でやっている

というのが現状です。 

○高橋（進）議長代理 ありがとうございます。 

○大橋座長 よろしいですか。 

 御質問は尽きないとは思うのですけれども、いただいたお時間を超えてしまって申し訳

ございません。 

 本日は、クボタ浄化槽システム株式会社の皆様方、お忙しいところ、お越しいただきま

してありがとうございます。引き続き、意見交換等をさせていただくかもしれませんけれ

ども、その際はどうぞよろしくお願いいたします。 

 本日はお時間、ありがとうございました。 
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（説明者交代） 

○大橋座長 それでは、議題２「データ駆動型社会に向けた情報の整備・連携・オープン

化」に移りたいと思います。 

 本日は、一般社団法人不動産テック協会より代表理事の巻口様及び理事の浅海様にお越

しいただいております。 

 本日はお忙しいところ、誠にありがとうございます。 

 また、開始の時間がちょっと遅れてしまって申し訳ございませんでした。 

 早速ではございますけれども、御説明いただけるということで、10分ほどお時間をいた

だいているということなので、お願いできればと思います。よろしくお願いします。 

○一般社団法人不動産テック協会巻口代表理事 よろしくお願いします。 

 皆様、初めまして。不動産テック協会代表理事の巻口と申します。本日は、10分のお時

間をいただきまして、こちらのプロジェクターで見させていただいております海外での不

動産データの活用事例をベースに、国内のデータのオープン化の方向性についてお話しさ

せていただきたいと思っております。 

 我々不動産テック協会は１年半前に設立しました不動産のテクノロジーに関する協会に

なっておりまして、不動産事業者様や不動産テック業者様に100社ほど加盟いただいてお

ります。 

 私、巻口は今、代表理事を務めさせていただいておりまして、自身で１億件の不動産取

引データを使って、不動産の分析をするというプラットフォーム「ゲート」を不動産会社

様や金融機関様に提供させていただいている会社を運営しています。 

 あと、別にリノベーション会社のほうも運営しておりまして、25年前から不動産事業に

は関わっております。 

○一般社団法人不動産テック協会浅海理事 私は浅海と申しまして、弊社もエンドユーザ

ー向けに不動産の価格をすぐに査定するというサービスを開始しておりまして、やりたい

こととしては、既存住宅の流通の活性化を図っている会社です。その中で、いろいろ不動

産テック協会で電子化の整理をしておりますので、その話ができればと思っております。 

○一般社団法人不動産テック協会巻口代表理事 それでは、早速なのですけれども、不動

産のデータについてのお話を進めさせていただきたいと思っております。 

 御承知のとおり、アメリカの不動産情報というのは非常に開示が進んでおりまして、も

ともと1800年に、カリフォルニアの不動産業者がお互いにデータを持ち寄ろうという取組

からMLSというものが立ち上がり始めまして、今、全米では900ぐらいのMultiple Listing 

Serviceと呼ばれるMLSというシステムで不動産の情報管理のほうを不動産業者だけではな

くて、IT業者とかにも提供しながら透明性を高めるという取組が今進んでいます。 

 例えば、MLSに登録されている情報は何かというと、不動産の取引情報だけではなくて、

税金情報だったり登記情報だったり、公図、ハザードマップだとか学区の情報とか犯罪履

歴だとかいった様々な情報が登録されているということで、非常にデータの取扱いがしや
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すい環境というものがアメリカのマーケットでは起こっている。それを使って、今、業界

ナンバーワンになっているのが、アメリカのポータルサイト、Zillowというサイトです。 

 御承知のとおり、アメリカではZillowとかRedfinだとかTruliaとかいったポータルサイ

トによる不動産取引の透明性が非常に高くなってきているという中で、Zillowが有名にな

ったのは、Zestimateという不動産の価格査定システムを独自に開発して、人工知能によっ

て不動産の相場観がちゃんと分かりますということをやったのです。Zillowというのはポ

ータルですから、不動産事業者ではないのでMLSにはアクセスできないのですけれども、

MLSからデータを購入することによってこの透明性を実現しているということで、アメリ

カのMLSでは不動産事業者以外にも情報を開示している事例になっております。 

 Zillowは、今、Truliaを買収して、全米の不動産取引のうち、一般消費者の８割の人た

ちは一番初めに家を買ったり売ったりするときにZillowを見るというぐらいに、非常にポ

ピュラーな存在になっているというので、事例として挙げさせていただきました。 

 それを前提としまして、翻って日本の不動産マーケットはどうなっているかというと、

様々な課題がありますということで、御承知のとおりレインズです。不動産の物件の指定

流通機構があって、そこに不動産の募集価格だったり成約価格というものが登録されてい

るという話なのですが、こちらはなかなか課題が多いというところは、御承知おきのとお

りだと思います。 

 レインズの問題点は一体何かというと、不動産の取引の契約には、専属専任媒介、専任

媒介、一般媒介という３種類があるわけですけれども、レインズに登録が義務づけられて

いるのは専属専任媒介と専任媒介のみです。一般媒介には登録が義務づけられていないと

いう状況になっています。なので、一部しか物件のデータが登録されない。さらに言えば、

売り主物件も登録されませんという話になりますし、成約価格がなかなか登録されていま

せん。 

 実際にデータとしてあるのは、取引に関する情報というものは当然あるのですけれども、

それ以外にハザードマップとか学区情報だとか犯罪履歴、もっと言えば固定資産税や都市

計画税、相続税に関するデータという税金データが一切登録されていないという話です。 

 あとは、建築工法とか保守、維持の管理状態というものも当然登録されていないという

形です。 

 あとは、リアルタイム性が非常にないということで、例えばMLSだと48時間以内の登録が

義務づけられていますし、最新情報ではアメリカのブライトMLSとかが共同声明とかを発

表して、自分たちはポケットリスティングしている情報とかを１日以内に登録してくださ

いみたいなポリシーとかを打ち出しているぐらい、迅速にデータを登録することが推奨さ

れているのですが、日本の場合は、専属専任媒介は１週間に１回、専任媒介は２週間に１

回の登録という時系列的に遅い情報の入手しかできない。 

 さらに言えば、レインズのデータというのは不動産事業者にも十分に公表されていない

ということで、今、CSVで1,500件までダウンロードできる決まりにはなっているのですけ
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れども、来年の４月から施行されるレインズの仕組みでは、CSVの提供をやめようという話

も出ていて、それがホームページのほうにも載っていて、別の形で提供するという話には

なっているのですけれども、不動産業者自体がレインズに登録されているデータを使って

分析するという状況が今、できないということです。 

 それによって様々な問題が生じているというのは記事だとかメディアとかで報じられて

いるとおり、スルガ銀行の問題だとか頭金ゼロで大家さんになるからくりというのは、い

ろいろとセンセーショナルな記事が出てくるのですけれども、一般消費者だったり金融機

関が不動産のデータの正当性を分析できないという環境が放置されている状況の中、不動

産事業者すらもできていないのに、一般の消費者の人たちがどうやって調べるのですかと

いう中で、アクセスの方法がないので、だからこそこういった社会問題になるような取引

が成立してしまうというところが課題としてあります。 

 なので、ユーザーに関して、テクノロジーで何が解決できますかという方向性に関して

は、やはり可視化です。この価格が妥当なのかとかリフォームの価格が妥当なのかとかい

う可視化についての要望は非常に多いというアンケート結果もこちらのデータだけではな

くて、例えば、NTTデータ研究所のデータとかでも明らかになっていますという話です。 

 実際に不動産取引においては様々な情報が必要になってくるということで、特に物件の

取引情報ということで売り主さんから直接いただくデータ以外に、法務局での登記の確認

だったり、管理組合に対して管理状況の確認だったり、公図だとか現地の確認とかいった

様々なものを分析することになっているのですが、本当にレインズに登録されたのはごく

一部ということです。本当に５項目しか登録が義務づけられていないということです。売

り出しの金額と専有面積とみたいな話で５項目しか登録が義務づけられていないので、こ

れだけ膨大なデータが不動産取引には必要とする中で、不動産事業者ですら５項目しか分

からないという話です。 

 そんな中で不動産総合データベースをつくりましょうということで、少なくともハザー

ドマップだとか公図だとかいったものは社会的なインフラの関係上、不動産取引には非常

に重要なファクターだということで、取組が始まって資金運用が始まるはずだったのです

が、これがなかなか進んでいないという現状があります。 

 次のページに、不動産総合データベースで取り扱う項目という形で様々なことが見られ

るようになりますという話になってはいるのですが、そこに載っている情報としては、今、

公的機関とか官公庁で取れるハザードマップとか公図といったものを一元的に集約できま

すといったところにとどまっておりまして、価格とかの分析はなかなかできない状況にな

っています。なぜかというと、価格については、国土交通省のほうも十分なデータを持っ

ていないからです。 

 先ほど申し上げたとおり、レインズに成約価格の登録が義務づけられていないことによ

って、成約価格自体を集められないので、国土交通省とかはどうやってデータを集めてい

るかというと、アンケート形式ということで、売買した人にアンケートを取ってデータを
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集めているという状況です。 

 なので、レインズ、マーケットインフォメーションというシステムも立ち上がりまして、

不動産の成約価格が分かります。それを一般公開しますというシステムも立ち上がったの

ですが、ここで分かるのは一部の情報だけで、物件が特定できないのです。大体60平米か

ら80平米ぐらいの広さで、何々町というところまでしか出なくて、それで坪単価幾らぐら

いですというデータしかこのデータベースでは確認できないので、基本的に分析に使える

ものではないという話です。 

 そろそろお時間になりますので、まとめさせていただきますと、不動産のデータのレイ

ヤーには３階層あると思っています。 

 まず、マスターデータです。どこに何の物件が所在しているのかというマスターデータ

は静的なデータだと考えていますが、これ自体が今、日本のマーケットでは整備されてい

ない。不動産マイナンバーというものも新経済連盟様から御提案されていると思うのです

けれども、それすら整備されていないという状況なので、ここがまずできない。 

 その後がマーケットデータです。今の賃貸状況がどうなのかなとか売買状況とか空室率

はどうなのかというのがレベル２です。 

 トランザクションデータはユーザーの買いたい意向が何人いるのかだとか、売りたい意

向が何人いるかというマーケットです。これがレベル３になるわけですけれども、アメリ

カではこれが全部整備されているわけです。セルデータ、バイデータみたいな形で、セル

スコアみたいなものも整備されているので、非常に流動性が高いマーケットが出ているの

で、一生涯に４回も５回も不動産取引をするという環境が実現できている。ところが日本

のマーケットはレベル１すらできていないというのが現状です。 

 少なくとも、不動産IDがついてマイナンバー化されて、静的なデータで価格とか税金デ

ータを取り扱うだけで、消費者に対しては透明性が高まる環境ができますし、金融機関さ

んも査定に対して、融資情報の判断材料になるということが実現できるのではないかと考

えています。 

 中古不動産の流通の促進ということで、国土交通省のほうでも非常に業者に対して積極

的に取り組んでいるのですが、実際にこちらのほうで今、進んでいるものとしては、もの

としての耐用年数をしっかりと担保しましょうということで、リフォームとかをすること

によって建築の存続年数を延長させましょうという方向性の話になっていて、アメリカで

は一般的な経済的な耐用年数、こっちで100年の物件だとしてもこれくらいで収益を生ん

でくれる。賃貸がつけられたとか売却できるといった経済的な耐用年数という概念が組み

込まれていないので、その結果、不動産業界だけではなくて金融業界が不動産の査定がで

きないというのが現状です。 

 御承知のとおり、不動産というのは金融機関が融資をしてくれないと取引が成立しない

ので、不動産の透明性を高めるためには金融機関に対して情報の透明性を高める必要があ

る。だからこそ、不動産が流通するという環境が実現できると思っています。 
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 なので、今、流通の阻害とデータの活用の阻害ということで、物件囲い込みの遠因にな

っていると私どもは考えています。物件が、例えば一般媒介が登録されないとどういうこ

とが起こるかというと、専属専任媒介でデータを扱ったのだけれども、売り主が決まった

瞬間に、一般媒介に変えてくださいと売り主にお願いするのです。そうすると、登録の義

務がなくなるので、専任外しというのですけれども、一般媒介につけかえることとかが公

開されています。顧客自身がレインズを見たことがないので、囲い込みをしているのかど

うかという判断のしようがないというのが現状になっています。お客様に取ってみても判

断の材料になりませんし、もっと言えば、先ほども言ったとおり金融機関が経済的な価値

を評価できないので、不動産の中古流通の阻害になっているということです。さらに言え

ば、データの蓄積が不十分であるため、不動産事業者すら分析できないというのが現状で

す。 

 10分のお時間を頂戴して、一通り課題感については御説明させていただきました。あり

がとうございます。 

○大橋座長 どうも手際よく御説明いただきましてありがとうございます。 

 それでは、御意見、御質問を受けたいと思いますが、本日御出席いただいている落合専

門委員は、不動産テック協会の理事でいらっしゃいますけれども、本日は成長戦略ワーキ

ングの専門委員として御発言をいただくということですので、皆様方、御了解いただけれ

ばと思います。 

 それでは、いただいたお時間も限られていますので、幾つか質問をまとめさせていただ

いて、一括して御対応いただければと思います。 

 御質問をいただければと思いますけれども、いかがでしょうか。 

 それでは、落合委員からお願いいたします。 

○落合専門委員 では、落合のほうから何点か質問させていただきます。 

 まず、10ページのほうで⑤の公開APIということで、宅建業者ですら利便性がある形で情

報を利用できる環境は整備されていないということですけれども、具体的にはAPIを整備

すればいいということなのでしょうかというのが１点目です。 

 あとは、13ページ、17ページの辺りで、様々な情報の連携について書いていただいてい

るかと思いますけれども、この辺りでのデータのやりとりについては、ファクスをPDFにす

るとかそういうことではなくて、機械可読性があるような形で電子化されるということが

望ましいということなのかということです。 

 あとは、18ページのマスターデータの話がありますけれども、これに関連して税の関係

の固定資産税の評価証明書ですとか、若しくは、そもそも取引の価格自体を税務署が把握

していてそこまで出してもらえるかどうかはともかく、こういった情報も分かれば有用な

のでしょうかといった点です。 

 最後の課題でおっしゃっていただいた金融機関がなかなか評価できないということなの

ですけれども、この辺りの金融機関が評価するための基準というものも整備されると、中
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古住宅の流通につながるということになりますでしょうか。 

○大橋座長 ほかに御意見を併せて、谷口委員、お願いします。 

○谷口委員 御説明どうもありがとうございました。 

 私は都市交通計画が専門なのですけれども、その中でウオーカビリティ指標というもの

がアメリカとかオーストラリアではあって、要はどのぐらい歩くのに適した地域環境であ

るかの指標が公表されています｡これをどうして日本でできないのかなと思っていたら、

アメリカではこういう不動産データのシステムがあって実現していたのだなということが

分かりました。どうもありがとうございました。 

 ２つ伺いたいのですけれども、20ページで一般公開されていないため囲い込みがされて

いる。不動産のシステムは余りよく分からないのですけれども、全てのデータがオープン

になったら不動産会社の差別化というか、不動産会社が１社１社ある意味がなくなるので

はないかと思うのですけれども、そういうことはあり得るのですかというのが質問です。 

 基本的に、私はデータをオープンにしていくべきだと思うのですけれども、そういう場

合、各不動産会社のもうけとかはどうなるのかを伺いたい。 

 ２点目が、住所とか税金､いろいろ登記情報などがオープンになるという点について、個

人が特定できない程度にやるのだと思うのですけれども、例えば、犯罪に使われたりとか

いった心配はないのでしょうかというのが２点目です。 

 以上です。 

○大橋座長 ありがとうございます。 

 ほかに、菅原委員、お願いします。 

○菅原座長代理 ありがとうございます。 

 ２点簡単に質問します。不動産のデータを総合的に収集するシステムは、皆さんがやら

れているように民間主導が良いという発想でしょうか。国主導でやらないと、今おっしゃ

っていたような税などの情報が集まらないと思いますが、具体的にどういう形で進めてい

ったらいいのか。 

 もう一つは、アメリカのMLSのように、いわゆるスマート仲介的に取引コストを落として

いくという二次的な効果もあると思います。ジップフォームとかドキュサインなどの取引

プロセスのデジタル化により、個人から見て取引コストが下がる等そのほかの効果を教え

てください。 

○大橋座長 南雲委員、お願いします。 

○南雲委員 ありがとうございます。 

 最近スマートシティ、要するに街を丸ごとデジタル化してつくり直すということの文脈

で、さきほどのウオーカブルシティの話も出てきます。例えば、街をデジタルツイン化し

た上で車が入ってこないようなゾーンをつくり、ヨーロッパでは自転車も随分重視したり

しているようですが、渋滞緩和、カーボンフリー、空気の質や騒音等も含め、人間にとっ

てのヘルスも含めた形で、データ社会に移行しています。その中で、正に不動産情報とい
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うのは基本的な情報の一つと考えられています。 

 特に街をつくるときにどういう経済効果が不動産を動かすことによって発生するのかと

いうことを試算ができないとファイナンスがつけられないという問題に正に直結している

のだと思うのです。なので、恐らくスマートシティの文脈で何かそのような点で気になさ

っていることとか御相談を受けていらっしゃることがあるのではないか、お聞きしたいと

思います。 

 もう一つですけれども、データなのでプライバシーの問題が非常に大きいのだと思いま

す。特に、どこに誰が幾らの家に住んでいるのかとか、どのくらいの資産を持っているか

ということがあけすけになってしまうところもあるので、プライバシーとの線はどの辺に

あるのかということについて、もしお考えがあれば教えてください。 

○大橋座長 かなり質問が積み上がってしまいましたけれども、ここまでのところで御回

答いただければと思います。 

○一般社団法人不動産テック協会巻口代表理事 まず、APIがあればいいかというお話か

らさせていただきますと、そもそもAPIがないので誰もデータを取得できないという状況

の中で、成約価格の透明性を高めていますと言っている一方で、データとしては、余り使

い物にならないデータしか公開されていないので、それによってデータの分析ができない

という環境があります。 

 幾つかの御質問と共通するのですけれども、実際にプライバシーの問題はどうなのだと

いう話なのですけれども、今は不動産業者にかかわらず一般の方も登記簿情報を取れば、

誰がどの物件の所有者かということは分かるわけです。実際に、その所有のプライバシー

の問題に関しては、少なくとも法務局で開示しているレベルのものは開示しても誰でも取

れる話なので、それが犯罪に利用されることは多分ない。利用される可能性もあると思う

のですけれども、それだったら今の登記簿情報でも利用されますよねという状況です。 

 ただ、そういったデータ自体何が一番問題なのかというと、やはり不動産の価格がどれ

くらいなのかという情報は今、どこにも存在していないというのが現実として、先ほど御

質問にあったとおり、価格はどうなのかという話なのですけれども、これも国土交通省さ

んのアンケートにあったのですが、利用者のうち、44％ぐらいの方は個人を特定できる情

報でも不動産取引データを開示したほうがいいというアンケート結果も出ているのです。

75％のアンケート結果では、個人を特定しない情報だったら不動産取引データ開示しても

いいという一般消費者のそういった認知もあるので、そういった価格の透明性というのは、

公益を守るという意味では一般消費者の認知度とか理解も十分進んでいるのではないかと

いうこと。 

 アメリカでは、実際に公開されている中で、健全性が保たれている環境が構築されてい

るので、そちらも日本としては参考にすべき事例なのではないかというのが考えられます。 

 あと、情報開示の差別化のお話もあったのですけれども、みんながみんな開示されたら

どうなってしまうのかという話なのですが、実際にアメリカではそういう環境になってい
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て、それによって価格の査定による差別化ではなくて、サービスの差別化によってお客様

に選んでいただくというプロ化が進んでいるのが、アメリカのマーケットが成熟している

と言われている理由ですので、本来だったら不動産の価格の査定のノウハウというのは、

誰がやっても同じはずなのです。誰よりも高く売れるノウハウを持っているというのは別

なのですけれども、査定のノウハウ自体は同じなので、そこに時間をかけるということ自

体が、取引コストにかかる部分が非常に大きくなっているわけです。１件の不動産の価格

を査定するのに平均的に7.5時間かかると言われているのです。それを何千件もやらなけ

ればいけないというだけで時間の効率が悪いという現状を鑑みると、データの透明性を高

めることによって査定の時間を下げますと。さらに高く売るノウハウ、例えば、リフォー

ムをすることによってお客様のニーズとかいう、ノウハウを蓄積できるところで差別化を

図っていける環境がつくれるのではないかと思っております。 

 それに伴って、先ほどドキュサインの話もありましたけれども、そういう電子契約が進

むことによってさらに取引コストが圧縮されるのです。契約書の作成とかもろもろの書類

の整備とかで14時間ぐらいを１物件にかけていると言われていますので、物件の査定と不

動産の契約書類等の手続だとか資料の集めとかだけで21.5時間かかっているわけです。こ

の効率性の悪さは非常に問題だと思っております。 

 先ほど言ったとおり、価格の透明性が高くなるからこそ金融機関が正しく評価できるよ

うになるという落合先生もおっしゃられていましたけれども、そういう銀行が査定する環

境が整ってくれば、その査定の取引は実現しやすくなるのではないかと思っています。 

 あとは、先ほど民間でやるべきか公的でやるべきかというお話があったのですけれども、

価格のデータは公的機関しか持っていないのです。なので、税金データともっと言えば税

務署が取っている支払調書には、全てのデータの成約情報というものが確実に記載されて

いるのです。この情報を少なくとも一般公開ではなくて、例えば不動産業者だけに公開す

るとか金融機関だけに公開するとか限定でもいいので、公開していただくことによってデ

ータの分析の精度が高まっていくのではないかと考えています。 

 最後にスマートシティの御質問があったのですけれども、スマートシティは今、5Gの時

代になってきて特にマースの世界で非常に実現可能性が高くなってきて、１人当たり2,000

ぐらいのセンサーに囲まれる生活になってくるようになると、本当に自動運転が現実化し

てくるのは、アメリカのマーケットのテストでは既に実行していますので、自動運転が前

提の経済社会の中のスマートシティの在り方という話を考えていく中で、不動産というも

のが立地の価値を失うと我々は考えています。今までは駅前の駐車場だったから高い付加

価値があったのです。ところが、自動運転をすることによって駅前にある必要がなくなる

わけですよね。自動運転させておけばいいという話になってくるので、今後、駅前の立地

価値がなくなるのです。 

 そういったことをちゃんと整備してスマートシティを計画していかないと、つくったは

いいけれども使われない建物みたいな話に当然なっていきますので、そういった意味で考
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えると、不動産の価格データがそこにあればここは駐車場にするよりも商業施設にしたほ

うが、経済的に発展度合いが高いといろいろ分析できる環境が整うと思っていますので、

スマートシティの方向性に向けて、今週も明日、あさって、しあさってとスマートシティ

のフェアが幕張メッセでありますけれども、私も行ってくる予定なのですが、そこら辺で

も不動産のデータについては現場からも非常に求められている話です。 

○大橋座長 いただいたお時間になってはいるのですけれども、もしよろしければ御質問

を。お時間は大丈夫ですか。 

○一般社団法人不動産テック協会巻口代表理事 大丈夫です。 

○大橋座長 お時間いただきましたので、もし、追加で御質問があれば、是非いただけれ

ばと思います。 

 髙橋委員からお願いします。 

○髙橋（滋）委員 個別の情報についてです。価格の話なのですが、相対の取引だとなか

なか価格差があるのではないかと思うのです。そういう微妙な価格の偏差を余り明らかに

されたくないみたいな話があるのではないかと思います。そういう意味では標準的なビッ

グデータの中で、この地域だと大体路線価の関係でこのくらいだとか、築何年のコンクリ

ートだったらこのくらいだとか、そういう個人の偏差が分からない形で公開するみたいな

ことでは不十分なのかどうか、全ての価格を公開しなければいけないのかということをお

聞きしたい。 

 それから、犯罪情報は警察も出さないのではないかと思うのです。そういう意味では、

個別に日本では出せるものと出せないものがあるのではないかと思います。その辺につい

てもお聞かせ願いたいと思います。 

○大橋座長 もし、ほかにもあれば。ほか、御質問どうですか。 

 どうぞ。 

○南雲委員 さっきのスマートシティとちょっと関係はするのですけれども、自動運転の

時代になってくると不動産の場所の意味がなくなる、車を持っている意味がなくなるとい

うことと同じように、もしかすると、住宅も持っていることに意味がなくなるかもしれな

い。Housing as a Serviceみたいなものが出てくるかもしれないと思うので、どんなとこ

ろが良さにつながっていくのかというところの御意見を伺いたい。 

 それから、12ページを見ると、お金を払ってまではデータを欲しくないと言っている人

が多いではないですか。これはヨーロッパでもそうですけれども、だんだんこの手の情報

がオープンになっていっています。つまり、データは社会インフラの一つであるという認

識になってきており、むしろ税金で賄うか、若しくはお金がかからない何らかの形で活用

できないかという動きが増えてきているので、ビジネスモデルという意味で言うと、どっ

ちに行くのかというのは非常に大きな問題だと思うのです。 

 アメリカの場合は正にプラットフォーマー型なので誰かが独占するか若しくは別の収入

源を持つことによってこれをサービス提供するとビジネスモデルが成り立つのですけれど
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も、日本の場合は今、どっちに向かっているのか、立っているところの感覚を教えていた

だければと思います。 

○大橋座長 ほかはいかがですか。 

 取りあえずそこの御質問に御回答を。 

○一般社団法人不動産テック協会巻口代表理事 先ほど、相対取引で非常に微妙な取引価

格に関して、全て公開すべきかというお話をいただいたのですけれども、全て公開する必

要ないと思うのです。ただ、目安となるぐらいに分析できるレベル感に今はないというの

が問題だと思っていまして、例えば、先ほど御紹介させていただいたZillowの事例なので

すけれども、あれは飽くまでも目安ですよというのは、Zillow自身が声明として出してい

ます。そこはスタートラインで、あとは個別性だったり、相対取引の中で調整をしてくだ

さいという判断材料として提示されていて、それが一般の方々に非常に支持されているの

で、アメリカの住民の８割の人はまずZillowを見に行くという環境が整っているのだと思

っています。 

 個人の特定はわざわざ謄本を取らなければいけないので、例えばその取引においてその

個人の情報とかを出す必要はないと思うのですけれども、大体RC工法でこれぐらいの構造

物だったらこれぐらいの坪単価ですということは提示したほうが透明性は高まると思って

いまして、それが今、できる環境にないのが問題だと思っています。もっと言えば、レイ

ンズがそれをやってくれればいいのですけれども、なかなか開発予算もかかるので、そこ

は実現できていないところがあると思っています。 

 犯罪情報に関しても、日本の場合は、実はそんなに犯罪情報は不動産のデータに一部の

地域、近畿とかの一部の地域以外は余り不動産の価格に影響を受けないので、そういった

意味で言うとそんなに重要な指標ではないと私どもは考えています。どちらかというと学

区情報です。学校のレベル。例えば、福岡の辺りとかは学区のレベルとかですごく不動産

の価格が変わってくるので、そういったもののほうが何よりも重要かなと思っております。 

 あと、スマートシティに関していうと、これは社会インフラとして日本の官公庁はデー

タを非常に持っているのです。ただ、デジタル化がされていないというのが最大の問題な

ので、デジタル化さえされれば、データを活用する、行政自身がプラットフォームになる

こと自体は十分に可能ではないかと思っておりますので、せっかく持っているデータを有

効活用していったほうがいい。個人が特定できない情報は、例えば税金情報とかを丸めて

出すとかいうことをするだけでも大分違ってくるのです。 

 先ほどの成約価格の登録義務というのは結構ハードルが高いのですけれども、税金情報

は必ずデータとして持っているのです。税金情報が分かれば、そこから価格を類推するこ

とはプロであればある程度の正確性でできるので、例えば、宅建業者とか金融業界に対し

て税金情報だけを開示していくだけでも、誘導性は非常に高まっていくかなと思っていま

す。 

 あとは、民間の話なのですけれども、民間もいずれプラットフォーマーが出てくるかと
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いう話になってくるのですけれども、今のマーケットでいうとソフトバンクぐらいしかプ

ラットフォーマーになれる資質を持っている業者がいないのです。なぜかというと、通信

インフラを持っているからです。それ以外は、日本のマーケットではプラットフォーマー

とかは登場しないという文脈の中で考えると、ソフトバンクはそれを開示してある程度公

的な形でやるかというと多分やらないので、だとするとある程度官庁主導でやっていかな

いと透明性の高いマーケットというのは実現できないのだろうなと私どもは思っておりま

す。 

○大橋座長 多分データについて、３つぐらいのレイヤーでいただいているのかなと思っ

ていて、１つは、レインズの中でやれること、あるいはやるべきこと。登録義務とおっし

ゃいましたけれども、登録義務も含めて、あるいは義務違反をどう考えるのかということ

の話が一つ。 

 あと、公的なデータをレインズとつなげていくというお話がもう一つ。あとは、既に公

開されているデータを民間のデータも含めて、あるいは自治体のデータも含めてどうまと

めていくのかという３つぐらいのレイヤーでおっしゃったということでよろしいですか。 

○一般社団法人不動産テック協会巻口代表理事 はい。 

○大橋座長 民間のものはある意味民間がワンストップみたいな感じで、提供するような

サービスも考えられているのではないかと思うのですけれども、ここの辺りについての問

題意識というのはございますか。 

○一般社団法人不動産テック協会巻口代表理事 例えば先ほどちょっとお話ししたのです

けれども、不動産マイナンバーがないということによって、それぞれの事業者、民間団体

とかがそれぞれIT化を進めているわけです。なので、昔、Windowsが日本に初めて入ったと

きにNEC群がPCシリーズでやっていましたけれども、あそこで一つのプラットフォーム群

をつくろうとしていたのですけれども、Microsoftに負けてしまったという話と同じよう

に、それぞれが独自の規格でデータを整備しているので、いざ、データ連携しましょうみ

たいな話になったときにデータの連携ができないというのが大きな問題で、本来だったら

法務局、不動産は分筆とかがありますので、法務局が最小単位での不動産の単位を把握し

ているはずなので、そこがIDを付与してくれて、それが国交省に渡されて、この不動産に

はID何番ですというのがレインズの中で確認できるということに基づけば、これは駅コー

ドみたいな形である程度共通化されたデータベースになると思っていますので、そういっ

た取組は何よりも法務省主導でやっていただきたいという希望があります。 

○大橋座長 レインズの登録義務についてはどういうふうにご覧になられますか。 

○一般社団法人不動産テック協会巻口代表理事 どちらかでいいと思っているのですけれ

ども、透明性という意味で言うと、税金情報が開示されるか、レインズに成約情報を義務

づけるかのどちらかが実現すれば、価格については、金融機関だったり不動産業者などの

プロであれば分かるようになってくるので、プライバシーの問題もあるということもあれ

ば、少なくともレインズがそれに付随する形のデータベースで公開が望ましい。 
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○大橋座長 成約価格に関する話ですね。 

 他方で、専任外しみたいなお話もされているので、そこはまた別の対応ということでし

ょうか。 

○一般社団法人不動産テック協会巻口代表理事 本来専任外しとかの問題というのは、消

費者がチェックすれば分かるはずなのです。募集をちゃんとしているかなとか、ほかのサ

イトに載っているかなとか分かるはずなのですけれども、今、それが分かるすべが余りな

い。不動産ジャパンに全部登録されているかというとなかなかそうではないという現実を

考えると、そこも一つ問題かなと思っています。 

○大橋座長 落合委員、何かありますか。 

○落合専門委員 １点追加で伺いたいのですけれども、特に新築の物件の場合は、必ずし

もレインズに情報が載っていないのではないかと思うのですけれども、これは税情報若し

くはその他のどういう方法であれば、情報をうまく取得できる可能性があるのかというの

が１点です。 

 あとは、今の段階で例えば不動産を購入するときは、ローンがどのぐらいついている場

合があるのかということがございます。特に金融機関のローンの場合は、一般的に抵当権

が付されていて、登記簿上の乙区にほとんど購入金額と近しいような抵当権設定額が記述

されているのではないかと思いますけれども、こういう理解でよろしいでしょうか。 

○一般社団法人不動産テック協会巻口代表理事 今、新築業者のデータをどうやって把握

するかということで、新築業者は本当にデータを登録しないし、ホームページにすら載っ

ていないので誰も分からないという話なのですけれども、実際、新築業者のデータを把握

するためには税金情報しかないかなと思っています。固定資産税評価額だとか相続税評価

額だとかいったものさえ分かれば、類推することはできるので、それが一つ。 

 あとは、ローンです。今、落合先生もおっしゃったとおり、乙区のところに、特にマン

ションだとかああいう流動性が高いものに関しては、ある程度の率で類推することができ

るので、担保がどれだけついているかという話が分かりやすくなるかなという話です。 

 なので、謄本情報というのは民間業者も移動情報というのはサービスとして提供し始め

ているわけです。謄本で何が分かるかというと、要するに相続だったり差し押さえだった

り、新しい担保で借り換えだったりという情報が分かるので、そこによって相続を問題に

したらこの家を売りますよねというアプローチができるようになってくる。それは民間の

ニーズとしては合っていまして、そういったデータみたいなものがもうちょっとワンスト

ップで見られるようになっていったら流動性がさらに高まりやすくなるのではないかなと

は思っています。 

○落合専門委員 あと、謄本自体なのですけれども、これは我々の事務所とかでも仕事を

したりするときにコピーペーストすらできないので、使いにくいなというようには感じて

います。これはやはり、ビジネスとの関係でも、フォーマット自体をもう少し変えて機械

可読にという形のほうがいいということにはなりますでしょうか。 
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○一般社団法人不動産テック協会巻口代表理事 日本の謄本制度は結構まとまっていると

思っていまして、アメリカは全部一覧になっているので、すごく見にくいのでタイトルカ

ンパニーとかあるわけですけれども、日本はそれぞれ種別ごとにきれいに整理されている

ので、ただ、それが取得しやすい環境にない。ほかのデータベースとつながっていないと

いうところだけが問題だと思っていますので、あるデータを活用していくという中では、

十分活用可能なデータだと思っています。 

○大橋座長 ほか、いかがですか。 

 どうぞ。 

○武井委員 皆さんのご質問とも少し絡むのですけれども、こちらの提案に関する不動産

業界の御意見はどういう感じでしょうか。賛否いろいろ混じるかと思いますが、どんな感

じの御意見状況か幅広く教えていただければと思います。 

○一般社団法人不動産テック協会巻口代表理事 私ども不動産テック協会では、不動産テ

ック事業者だけではなくて、不動産事業者の方々も御加入いただいておりまして、それこ

そ大手はほとんど入っていただいているのですけれども、やはり現場の意見としてエンド

ユーザーに情報を開示するという透明性に関しては、やはりポジティブな意見は余り聞か

ないです。ただ、一般的に不動産業者の中での業務の効率化だったり、テクノロジーの対

応ということにはすごく切実なニーズを感じているので、だからこそテック協会に加盟し

ていろいろな情報を収集しろという話になっている。 

 後継者不足というはどこの業界も大企業でも同じで、ベテランはいるのだけれども、あ

とは新人しかいないみたいな状況の中で、新人にちゃんと価格の査定ができるかというと、

なかなかできないのです。そういったことを業務の効率化を進めていきたいというニーズ

はあります。 

 大手の役員クラスの方々とお話をしてくると、そうはいってもデータの透明性の波は変

わらないよねという認識を結構多くの方が持っていますので、その中で自社としてどう生

き残っていくか、ということを考えていくことが合理的だという御意見は個別にはいただ

きますが、業界団体になるとそれは出てこないという話です。みんなの意見という話にな

ると出てこないということです。 

○大橋座長 最後に、今日は基本的に情報、データの観点からいただいたのですが、目指

すところというのは不動産流通の活性化だと思うのですが、その観点に照らしたときに、

もし問題意識があればいただければと思います。 

○一般社団法人不動産テック協会巻口代表理事 アメリカのマーケットと大きく違うのは、

アメリカのマーケットはつくればつくるほど時価総額はちゃんと上がってくるのです。当

然、移民もいるのでその分だけ住宅のニーズがあるのですけれども、やはり建築規制がし

っかりしているということで、なかなか新築を建てられない。例えばヨーロッパもそうで

すよね。 

 ところが、今、日本は6000万戸の住宅が供給されている中で世帯数は5200万世帯です。
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ただ、一方で１年間当たり100万世帯ずつ物件をつくっている。この状況はおかしいので、

リリースするのではなくてリフォーム、要するに再生可能な形でストック型経済というも

のを実現していくのが本来あるべき姿だと思うのですけれども、そうはいってもその流れ

というのは多分業界団体の圧力もありますし、それぞれの力関係も当然あるので、やめて

くださいといってやめられるものではないと思うのです。 

 だからこそ、価格の透明性だと思っていまして、今、一般の方々も中古不動産を取得す

ることに対する抵抗感がなくなってきている。ただ、その価格が妥当かどうか分からない。

新築物件だったら新築業者さんが保証してくれるから安心だという認識が何となくあるわ

けです。ただ、この不動産はこれくらいの中古不動産で妥当な価格ですよということさえ

分かれば、消費者にとっての選択肢が出てくるので、だとしたら価格競争になってきます

から、高過ぎる新築物件と妥当な中古物件の競争になってくれば、当然高過ぎるものは淘

汰されていきますので、それが良質なストックだけが生き残っていくという環境をつくっ

ていく土台になるかと考えています。 

○大橋座長 そのためには品質もきちんと分からないといけないというところはあります

ね。 

○一般社団法人不動産テック協会巻口代表理事 今日はメインのお話にならなかったので

すけれども、修繕履歴だとかは管理会社しか持っていないので、それが集約化されていな

いので、この物件は何年前に大規模修繕したのかという情報が一切ないのです。問い合わ

せても管理会社はライバルですから教えてくれないという話があるので、ここも何とか解

消したい問題ではあります。 

○大橋座長 ありがとうございます。 

 ほかにもしなければ、お時間も超してしまいましたので、今日のところはここまでにさ

せていただきたいと思います。 

 お時間過ぎてしまって申し訳ありません。引き続き、意見交換もさせていただければと

思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

 どうもありがとうございました。 

（説明者退室） 

○大橋座長 改めて、時間超えてしまって申し訳ございませんでした。 

 本日の議論はここまでとさせていただきたいと思います。 

 事務局からもしあれば、いただければと思います。 

○吉岡参事官 日程につきましては、また御連絡をいたします。 

 以上でございます。 

○大橋座長 それでは、これにて本日の会議は終了といたします。 

 お忙しいところ、御参集いただきましてありがとうございます。 

 傍聴にお越しの各府省庁の方はここにて御退席をいただければと思います。委員の皆様

方におかれましては、連絡事項があるそうですので、このままお待ちいただければと思い
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ます。 

 ありがとうございました。 


